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令和３年５月 27 日 

地 域 行 政 部 

地 域 行 政 部 

地域行政の推進に関する条例の検討状況について 

 

１ 主旨 

   （仮称）世田谷区地域行政推進条例の制定に向けて実施したパブリックコメント

及び区民説明会の結果、町会長会議での条例に関する説明と意見交換の実施状況に

ついて以下のとおり報告する。 

 

２ パブリックコメントの実施結果について 

（１）意見募集期間  

令和３年２月 12日（金）～３月 15日（月） 

 

（２）意見提出人数及び件数 

・意見提出人数：140人 

（提出方法内訳：ハガキ 107人、ホームページ 23人、ＦＡＸ ５人、窓口 ４人、封書 １人） 

・意見件数：240件 

 

(３) 意見概要及び区の考え方 

       資料１のとおり  

 

３ 区民説明会（オンライン）の実施結果について 

（１）日時 

第１回 令和３年２月 28日（日） 10 時 00 分～11時 30分 

第２回 令和３年３月６日(土)   14時 00 分～15時 30分 

 

（２）内容 

・地域行政の概要、地域行政の見直しの方向性・視点、(仮称)世田谷区地域行政

推進条例(骨子案)等の説明 

・質疑応答 

 

（３）参加者（各回合計） 

133名 

【内訳】 

回数 10代・20代 30代・40代 50代・60代 70歳以上 無回答 合計 

第１回 5名 20名 32名 21名 12名 90名 

第２回 2名 2名 22名 7名 10名 43名 
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（４）質疑応答の内容 

     資料２のとおり 

 

（５）その他 

    区民説明会の動画は YouTube区公式チャンネルにて配信している。 

 

４ 各地区町会長会議での説明と意見交換の実施状況について 

 （１）内容 

・条例制定の主旨、条例により目指すこと等の説明   

・意見交換 

 

（２）実施地区数（５月 27日現在） 

   22地区 

未実施地区：代沢、北沢、松沢、成城、船橋、烏山 

 

（３）配布資料 

   資料３のとおり 

 

（４）主な意見概要 

・ 町会・自治会加入者減少や役員の後継者不足が心配である。 

・ 町会・自治会に関心を持っている人は潜在的にいるが、参加のきっかけがな

かったり、参加形態が合わなかったりする。また、イベント参加からその先

の活動につながらない。 

・ ボランタリーな活動の限界も感じている。活動への見返りが求められるので

工夫している。 

・ マンション等集合住宅との関係や情報共有が難しい。 

・ 町会・自治会活動の周知・発信や運営の効率化を図るため、LINEや ZOOM会議

に取り組んでいる。町会業務支援アプリの活用も考えられる。 

・ コロナ禍や若い世代への伝達手段として IT 化が必要だが導入が難しい。 

・ 地域コミュニティもまちづくりも、住民が主体である。地域のことをよく知

っている住民が頑張らなくてはならない。まちづくり人材の育成を支援して

ほしい。 

・ 住民主体のまちづくりというが、ボランタリーの活動には限界もある。行政

含め専門的な機関との連携が必要になる。 

・ 条例の主旨はよいことだと思うが、条例を作ることによって具体的に何が変

わるのか今後具体的に示してもらいたい。 

・ 条例で区民が果たすべき役割・責任を規定することに違和感がある。 

・ 条例制定により町会・自治会やまちづくりセンターの負担が増えないように

してもらいたい。 

・ 広く住民に条例の主旨を伝える機会をつくり浸透を図るべきである。 

・ まちづくりセンターで、出張所のような手続きができるようにしてほしい。 
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・ まちづくりセンターは地区をまとめて、地域の情報を集められる力をもち、

皆で協力しながら進めていくことが大事だ。 

・ デジタル化はよいが、対応できない人への配慮が必要で、まちづくりセンタ

ーの窓口で相談が受けられるなど対策が必要だ。 

・ まちづくりセンター職員の育成と配置年数は配慮してほしい。 

・ 地域包括ケアの地区展開による三者連携は、きめ細やかな対応で充実してお

り、よい取組みである。 

・ 地区のお祭り等のイベントをきっかけに町会活動に参加・協力してくれた事

例や在宅避難の啓発等の防災の取組み等の事例等が紹介された。 

 

 ５ 参考資料 

     ・参考資料１ (仮称)世田谷区地域行政推進条例（骨子案） 

   ・参考資料２ (仮称)地域行政推進条例（骨子案）の考え方と地域行政の見直し

の方向性・視点 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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地域行政全般 （２件） 
意見の概要 区の考え方 

多くの区民は、区の地域行政制度を認識して

いないと思う。地域行政制度について、区民

へわかりやすく説明する必要がある。 

地域行政制度は、都市としての一体性を保

ちながら、住民自治の実をあげるため、区内を

適正な地域に区分して地域の行政拠点を設

置し、これを中核として総合的な行政サービス

やまちづくりを実施する仕組みです。 

区のおしらせ地域版での周知を行うとともに、

ホームページやツイッター等、様々な広報手段

を活用して地域行政制度の周知を図ってまい

ります。 

区は、地域行政制度について、評価・検証・

改善をどのように行ってきたのか。 

平成３年の制度発足以降、地域行政制度

については、評価・検証を重ね、改善を図って

まいりました。 

主なものとしては、「第２次地域行政推進計

画」（平成 7 年 3 月）では、地域行政をさ

らに推進するために、地域への分権を進めるこ

ととし、副支所長の設置等を図ることとしまし

た。 

「新たな地域行政の推進について」（平成

17 年 11 月）では、長引く景気低迷などに

よる財政状況の厳しさを背景に、出張所機能

を駅に近く利便性の高い 7 か所に集約すると

ともに、地区まちづくりの支援に重点をおく「ま

ちづくり出張所」（20 か所。現在の「まちづくり

センター」）への再編、専門性の高い事務や

集中化によるメリットのある事務等を総合支

所から本庁へ移管する等の取組みを進めるこ

ととしました。 

また、「今後の地域行政の推進について」

（平成 26 年 3 月）では、三層構造と総合

支所の必要性を再確認するとともに、参加と

協働の観点から地区の強化を進めることとし、

地区防災対策の強化、まちづくりセンターにお

ける福祉に関する相談体制の充実等に取り

組むこととしました。 

  

資料１ 調整中 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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地域行政の目的・目標 （5 件） 
意見の概要 区の考え方 

防災対策が課題だと思う。条例では、この点

をもっと強調して欲しい。 

防災対策は地域課題の重要なものの一つと

考えております。条例と（仮称）地域行政推

進計画の中で位置づけを明確にしてまいりま

す。 

様々な年代の人々が協力しながら安心して

生活ができること、一生涯世田谷で生活でき

ること、衣食住・教育が全ての世代に行き届く

ことを望む。 

基本的な考え方に関する課題として、今後の

検討の参考とさせていただきます。 

世田谷の自然、文化、風習を後世に末永く

受け継いでいくことを地域行政の推進に盛り

込こむことを求める。 

犯罪がなく、区民が安心して住み続けることが

できるようにすることを地域行政の目標にすべ

きである。 

地域住民に密着した総合的なサービスを実

施し、暮らして良かったと感じるまちにして欲し

い。 

 

三層制 （12 件） 
意見の概要 区の考え方 

総合支所の役割は、まちづくりセンターの役割

と重複しているように見える。 

DX 導入を機に、総合支所の機能をまちづくり

センターと本庁に合理的に分割し、「三層制」

を「二層制」にしてはどうか。 

DX 推進に基づく行政のデジタル化により、自

宅や身近な行政拠点で手続きが行えるよう

利便性の向上を図る一方、災害・水害対策

や高齢、障害、子育てなど複合的、専門的な

相談・支援の充実、地域特性を踏まえたハー

ドの街づくりといった地域課題を効果的に解決

する地域に密着した総合支所の役割も重要

であると考えます。 

区民自治の実現を目的とするのであれば、各

種施策の企画立案と実施が区民に身近な地

区ベースで行われることが重要であり、そのため

の体制整備が必要である。 

現行のまちづくりセンター、総合支所、本庁の

三段階方式を見直し、総合支所を廃止して

まちづくりセンターの機能をより充実強化するべ

きである。 

5 地域の特性を踏まえたまちづくりを総合的に

推進する仕組みとして、総合支所は、地域経

営のもとに一定の専門性も備えた総合的な

行政機能を担うことが重要です。 

区民の生活の最前線であるまちづくりセンター

と連携したまちづくり支援の強化を図る必要が

あると考えます。 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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まちづくりセンターと総合支所の関係がよくわか

らない。 

まちづくりセンターは、町会・自治会等の地区

で活動する団体への支援や身近なまちづくり

推進協議会等との連携による地域振興、地

区における広報・広聴、防災活動への支援

等を担うとともに、福祉の相談窓口や活動・

交流の場としての役割を果たし、区民に一層

開かれた地区のまちづくりの拠点機能を果たし

ます。 

総合支所は、地域に密着した総合的な行政

サービスを区民に提供する拠点であり、防災・

防犯対策、保健福祉施策の推進や地域にお

ける街づくりの推進や区民参加の促進等、地

域や地区での総合的な支援の仕組みを整

え、的確な支援の役割を担います。 

区が行う業務・事務の全体像を明示し、その

上で、どの部分を地域に分権するのかを提示

すべきである。 

現在まちづくりセンターは、町会・自治会等の

地区で活動する団体への支援や身近なまち

づくり推進協議会等との連携による地域振

興、地区における広報・広聴、防災活動への

支援等を担うとともに、福祉の相談窓口や活

動・交流の場としての役割を担っています。 

また総合支所は、地域に密着した総合的な

行政サービスを区民に提供する拠点であり、

防災・防犯対策、保健福祉施策の推進や地

域における街づくりの推進や区民参加の促進

等、地域や地区での総合的な支援の役割を

担っています。 

今後、広く、区民や地域の活動団体等への

説明、意見聴取を十分に行い、業務や事務

の内容をお示ししていきます。 

地区・地域・本庁の三層構造はとても良いと

思う。 

三層構造は、地区・地域の問題を区民の皆

さんが課題として認識し、解決に向けた方策

を探る、いわゆる住民自治を保障するための

仕組みと考えております。 

区民の皆さんに最も身近なまちづくりセンター

があり、そこで相談やご意見を伺う。その次に、

地域の総合支所で問題解決に向けた対応を

する。総合支所には様々な専門職も配置し

ており、地域の中で問題を解決するという構

造となっております。 

なぜ、地区・地域・本庁の三層構造が必要な

のか。 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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条例骨子案では、まちづくりセンター・総合支

所・本庁の役割は従来と変わっていないように

思われる。三層構造の何が変わるのか。 

政令指定都市並みの人口を擁する世田谷

区においては、地域行政の理念である「地域

に密着した総合的な行政サービスと地域の実

態に即したまちづくりを展開するとともに区民参

加の促進を図る」うえで、より三層構造を活か

した住民自治の仕組みづくりが必要と考えて

おります。 

地区におけるまちづくり支援機能を強化するこ

と、住民参加の機会づくりをより進めること、地

域の社会資源をフルに活用した総合支所の

組織横断的な企画・調整機能を強化するこ

となどを条例で明確にしてまいります。 

地域行政を進めるにあっては、同時に区として

の行政サービスの一体性や、区民の公平感も

重要だと思う。地域間格差や納税者としての

公平感にも配慮が必要である。 

地域行政は、地域が独立して分区することを

意味するものではなく、都市としての一体性を

保ちつつ、都市の効率性のメリットを活かしな

がら地域分権的な行政を展開するものです。 

ご意見のとおり、今後も、地域の独自性の尊

重と区としての一体性のバランスを図ります。 

北烏山にまちづくりセンターを新設して欲しい。 現在区では、新たな施設建設は原則として行

わず、複合化等により整備する方針です。今

後の施設の必要性等の検討の参考とさせて

いただきます。 

桜新町駅近くに出張所を新設して欲しい。 

保健福祉センターを増設して欲しい。 

喜多見・宇奈根・鎌田・岡本・大蔵地域をみ

どり特区とし、そこに総合支所を新設し、宅地

開発を抑制し、みどりの保存・再生、生産を

中心にした特別特区として欲しい。 

地区の特性を生かした取組みへのご意見とし

て今後の検討の参考とさせていただきます。 

 

地域の区域割り （7 件） 
意見の概要 区の考え方 

玉川地域と砧地域の区域割を見直して欲し

い。 

地域の区域割は、それぞれの地域の沿革やコ

ミュニティ、人口規模、交通体系、地域特

性、他の行政機関との関係などを考慮し、地

区の区域割と併せて行っております。 

現段階において、当該地域の区域割の見直

しは予定しておりませんが、地区・地域の状況

変化も踏まえ、住民の方のご理解もいただき

ながら必要に応じて検討してまいります。 

千歳台五丁目は、環状八号線で船橋地区と

寸断されている。総合支所の区域割を見直し

て欲しい。 

例えば、鉄道の沿線ごとなど、総合支所の区

分けの見直しを検討して欲しい。 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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現在の地域行政制度は、昔からの地区区分

に基づいている。小・中学校の学区域等と一

致しているものでなく、また、住民の生活圏とも

一致していない。区の西部では、集合住宅の

建設等により、人口の変化が顕著である。 

そのため、地域性を重視するという理念は理

解できるが、地域の特性を捉えることは、必ず

しも容易ではない。 

地区の区域割については、学区域や町会・自

治会などのエリアと整合が取られておらず、ま

た、地区の人口規模にも開きがあります。その

ような中で、まちづくりセンターを中心に地区の

実態を把握し、地区のネットワークづくりに向け

た取組みを行ってまいります。 

三層構造における地域・地区の区域と警察や

消防等の管轄が一致していない。 

条例化に当たっては、他の機関とのつながりを

視野に入れて欲しい。 

安全安心な地域づくりに向けては、警察・消

防等関係機関との連携は不可欠です。日頃

から、まちづくりセンターや総合支所が、防災・

防犯活動などを通じて区民の方と関係する機

関との連携促進に努めます。 

区境付近の住民のために、隣接区とのつなが

りをもっと増やして欲しい。 

地域コミュニティの醸成や地域活動支援、災

害・防犯対策など、自治体間連携が求められ

ていると認識しています。ご意見は今後の施

策の参考とさせていただきます。 

区境付近の住民にとっては、近隣他区との連

携の視点が重要であり、地域行政には、この

視点が欠けている。 

 

条例制定の理由 （6 件） 
意見の概要 区の考え方 

条例骨子案の「基本的な考え方」には賛同す

るが、その内容を実現するために条例が必要

な理由が理解できない。 

地域コミュニティの醸成や参加と協働によるま

ちづくりが大切であることを区民の皆さんと共有

し、まちづくりセンターや総合支所による身近な

行政のあり方をあらためて整理・見直して、とも

に地域を良くしていく取組みを推進していくため

の方針・基盤となる条例として制定し、区の

様々な計画づくりや施策において、より住民参

加を基本とした区の姿勢を明確にするために

条例を制定します。 

  



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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条例の制定に際して、今、何が問題となってお

り、それがどのように改善、改革されるのか、わ

からない。 

地域コミュニティの醸成や参加と協働によるま

ちづくりが大切であることを区民の皆さんと共有

し、まちづくりセンターや総合支所による身近な

行政のあり方をあらためて整理・見直して、とも

に地域を良くしていく取組みを推進していくため

の方針・基盤となる条例として制定し、区の

様々な計画づくりや施策において、より住民参

加を基本とした区の姿勢を明確にするために

条例を制定します。 

具体的な取組みについては、条例に基づく

（仮称）地域行政推進計画等で検討して

まいります。 

これまでの地域行政の推進によって、課題がど

こまで解決し、何が残された課題なのかが分か

らない。また、条例の制定によって、これから、

どう変わっていくのかも分からない。 

地域コミュニティの醸成や参加と協働によるま

ちづくりが大切であることを区民の皆さんと共有

し、まちづくりセンターや総合支所による身近な

行政のあり方をあらためて整理・見直して、とも

に地域を良くしていく取組みを推進していくため

の方針・基盤となる条例として制定し、区の

様々な計画づくりや施策において、より住民参

加を基本とした区の姿勢を明確にするために

条例を制定します。 

具体的な取組みについては、条例に基づく

（仮称）地域行政推進計画等で検討して

まいります。 

条例を今、制定する必要性がわからない。地

域行政のこれまでの成果や条例制定の背

景、この条例によって、区民の暮らしがどのよう

に変わるのか等をもっと説明すべきである。 

条例の中に区民の役割を規定することは、法

に基づかないものであり、行政に関する条例と

しては、違法ではないか。 

条例では、区民の役割を努力義務規定とす

ることを想定しています。 

したがって、この条例で区民の皆さんに新たに

何かを強制するものではありません。 

条例化により地域行政の理念を共有し、暮ら

していてよかったと感じることができるまちを目指

し、住民主体のまちづくりの促進と地域行政

制度を活かした区民の方の意思を施策に反

映する地域内分権を進めます。そのための計

画づくりも区民の方の理解のもと進めてまいり

ます。 

罰則もなければ表彰もない中で条例を守らせ

るのは難しい。 
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条例制定に向けたプロセス （3 件） 
意見の概要 区の考え方 

条例制定のスケジュールを見直し、更なる住

民への説明や意見交換の場を設ける必要が

ある。 

地域コミュニティをテーマとしたシンポジウム・ワ

ークショップの開催、オンラインによる条例説明

会、各地区町会長会議での説明を実施して

まいりました。今後、より広く区民の方との意見

交換を行い、検討を深めてまいります。また、

いただいたご意見を整理して、条例や推進計

画に反映させてまいります。 

地域行政の見直しの方向性の検討を区民参

加で先行して行い、その成果を反映させて条

例化に進むというプロセスが望ましい。 

区民に「地域の担い手」になることを求めるの

であれば、条例制定にかかる住民参加のプロ

セスが大切であると思う。 

今後、住民参加、参加と協働によるまちづくり

の具体的方策をお示しし、広く区民の方や地

域で活動されている方のご意見を踏まえて条

例、推進計画の策定につなげてまいります。 

 

条例骨子案の内容 （14 件） 
意見の概要 区の考え方 

条例骨子案にある基本理念「地域の実態に

即したまちづくりを展開するとともに区民参加の

促進を図る。」については、区民参加は目的

を達成するための手段なのであるから、条例

化に当たっては、地域行政の理念としては、

区民参加により得られる何かを究極的な目

的・理念として規定すべきである。 

区の施策の究極的な目的は「住民福祉の向

上」にありますが、地域行政はその実現に向け

た１つの方策として、「都市としての一体性を

保ちながら、住民自治の実をあげるため、区

内を適正な地域に区分して地域の行政拠点

を設置し、これを中核として地域の実態に即し

たまちづくりを展開するとともに、区政への区民

参加の促進を図り、住民自治の確立を目指

す」ことを理念として掲げております。 

条例骨子案について、人材育成をあえて規

定する意図がわからない。区職員として当然

ではないか。 

今後、区民の皆さんと一緒にまちづくりを進め

る職員としては、「人と人とのふれあいを大切に

する、コミュニケーション能力の高い職員」「地

域に愛着を持って惜しみなく汗を流せる職員」

であることが重要になると考えます。 

また、地域コミュニティの再構築に向けては、ま

ちづくりの専門性を備えた「新しい発想のもと、

バイタリティ溢れる行動派の職員」が求められ

ていると考えます。 

こうしたことから、条例において、人材育成の

指針となる規定を設けることを考えております。 

  



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 
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条例骨子案では、区民を「区内に住所を有

し、通勤し、又は通学する者及び区内に主た

る活動拠点を有する法人その他の団体」と定

義しているが、地域行政のあらゆる場面で、こ

の定義で妥当かを検証すべきである（例え

ば、区民自治の場面において、団体が入るこ

とは妥当か）。 

条例素案の検討の際に、対象等についての

意見として参考にさせていただきます。 

条例骨子案で用いられている用語（例：

「主体」「地域住民」「区民等」など）の意味

があいまいな感じがする。条例化に当たって

は、これらの語義を精査すべきである。 

用語の整理を行ってまいります。 

地域行政の理念について、条例化に当たって

は、区民参加の促進によりまちづくりを推進す

るという関係にあり、かつ、まちづくりの主体が

「区民」であることが明確になるように規定すべ

きである。 

地域行政の理念・目指すものに関する規定と

区民の枠割の規定との関係性のなかで規定

しています。より分かりやすい規定については引

き続き検討します。 

条例骨子案には、区民が意見を述べ、提案

することが「できる」とあるが、主権者である区

民に「できる」というのはかなり違和感がある。 

条例素案の検討の際に、考え方を整理し、

表現について参考にさせていただきます。 

骨子案では、「区民」の定義に区内事業者も

含めている。まちづくりの協働メンバーとしてとも

に暮らしよい街をつくるという面からは妥当であ

るが、区民参加における参政権的面からは、

事業者を「区民」に含めることは妥当でない。 

条例素案の検討の際に、対象に対する意見

として参考にさせていただきます。 

骨子案を見ると、条例では、区と区民の役割

を努力義務として規定する想定であると思わ

れるが、努力義務ではなく、もう少し踏み込ん

だ内容にすべきではないか。 

条例素案の検討の際に、役割に対する意見

として参考にさせていただきます。 

区民参加を意義あるものにするには、既成事

実として区民の意見を聞くのではなく、区民の

意見が、きちんと区の施策に反映されることが

必要であり（意見が反映されない場合には根

拠を明示することが求められる。）、そのことを

条例に明記すべきである。 

「総合的な行政サービス」の中で「多様な区民

参加の機会を捉え、区民の意思が区政に反

映するよう努める」ことを規定します。 
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条例骨子案の区民の役割について、区民は

積極的に区政に関心を持ち、自分の住むまち

をより良いものにし、又、子どもたちや孫たちに

よりよいまちを遺しておくために必要な努力をす

ることが望まれる。条例化に当たっては、このこ

とを区民の役割として明示することが必要であ

る。 

条例素案の検討の際に、区と区民の役割の

意見として参考とさせていただきます。 

条例骨子案にある、まちづくりセンターの「持続

可能なまちづくり」との表現については、条例化

に当たっては、区民の主体性を強調した「区

民主体の持続可能なまちづくり」とすべきであ

る。 

また、「区民参加の機会づくりを支援」との表

現については、区民参加の場を設定し、区民

参加の機会そのものを提供することがまちづくり

センターの役割であることを明示するために「区

民参加の機会を可能な限り多数提供し」とす

べきである。 

条例素案の検討の際に、基本的な考え方や

まちづくりセンター機能の意見として参考にさせ

ていただきます。 

条例骨子案では、多様な主体が地域課題の

解決を図るとしており、この理念は住民自治の

観点で正しい捉え方と考える。区の役割は、

この地域課題の解決をサポートすることが理

想であるので、条例化に際しては、このことを

示す表現にすべきである。 

「区民参加と区民主体のまちづくり」を掲げ、

地域行政制度を活かしたまちづくりの支援を

推進していくことを基本に、条例を検討してま

いります。 

地域行政の推進において、住民福祉、区民

サービス、住民参加・参加と協働が主要課題

である以上、「住民主体の地域行政条例」が

求められます。区民の具体的な行動による参

加や実働についても規定すべきである。 

条例素案の検討の際に、参考とさせていただ

きます。また、区民や区の具体的な取組みに

ついては、条例と併せて検討する推進計画に

位置付けてまいります。 

条例骨子案では、まちづくりについては、団体

等に期待しているような印象がある。条例化に

当たっては、個人としても参加しやすいようにし

て欲しい。 

個人、団体など多様な主体によるまちづくりを

念頭に、地域行政の目指すものとして規定し

てまいります。 
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（仮称）地域行政推進計画 （2 件） 
意見の概要 区の考え方 

今後の取組みの具体的なスケジュールを示し

て欲しい。また、どのような新しいことに取り組

んでいくのかを示して欲しい。 

令和３年秋の条例施行を目指しておりました

が、さらに区民の皆さん等との意見交換を行う

こととし、スケジュールを再検討しています。広

く、区民や地域の活動団体等への説明、意

見聴取を十分に行い、検討してまいります。 

具体的な取組みについては、条例に基づいて

策定する（仮称）地域行政推進計画等で

検討してまいります。現段階では、「地域行政

の見直しの方向性と視点」にお示ししています

のでご覧ください。 

地域行政推進計画の内容はどのようなもの

か。 

具体的な取組みについては、条例に基づいて

策定する（仮称）地域行政推進計画等で

検討してまいります。現段階では、「地域行政

の見直しの方向性と視点」にお示ししています

のでご覧ください。 

 

地域コミュニティ （９件） 
意見の概要 区の考え方 

隣近所が助け合い協力し合うのは良いが、過

度の係わりには注意する必要がある。 

条例素案の検討の際に、地域コミュニティづく

りのための意見として参考にさせていただきま

す。 昔の「向こう三軒両隣」的な最小単位の隣人

の交流を増やす施策を推進して欲しい。 

地域コミュニティづくりでは、大型・中型マンショ

ンの存在が問題となる。 

町には色々な色があふれており、雑多な感じ

がする。町のシンボルカラーを決めることで、町

への愛着が生まれ、よりよい町にしていこうとい

う意識が育つと思う。 

地域コミュニティの促進には、地域の多様化に

合わせて全区域一律ではない多種多様な政

策が実施されることが必要である。 

企業におけるテレワークやワークライフ・バランス

の推進に伴い、現役世代の地域社会参加へ

のハードルが下がってきている。また、情報通

信技術の利用に慣れた会社勤めの住民に

は、従来とは違った活躍の機会があると考え

る。 

働き方の変化に伴う職住近接が、地域社会

への参加促進のきっかけになるよう、地域活動

団体や区が連携して情報発信力を高め、多

様な参加のチャネルを工夫する必要はあると

考えています。 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 
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多くの働き盛りの世帯の関心は、子育て、教

育、福祉を除いてその他の地域活動には関

心が向けられていない。町会・自治会等の団

体に依拠するだけでなく、「待ちの行政」から

「出前行政」「ご用聞き行政」に転換していく

なかで、新しい地域コミュニティの創造が見えて

くるのではないか。 

地域コミュニティの醸成やまちづくりに向けて

は、多世代の区民、多様な活動団体の連携

が益々重要になると認識しています。地域情

報の発信や ICT を活用した住民参加の機会

づくりなど行政の積極的な関わりとして何が必

要か具体的に検討してまいります。 

地域課題としては、複合課題である生活困

窮支援、気候変動対策、災害事前復興計

画なども加えるべきである。 

地域課題は多様であると認識しております。ご

意見は今後の施策の参考とさせていただきま

す。 

地域行政の活性化のためには、地域コミュニ

ティを基盤とする必要があると思う。地域コミュ

ニティの活性化に向けた具体的な施策を明ら

かにして欲しい。 

多様な地域課題に対して地域コミュニティの

果たす力は大きいと認識しております。具体的

な施策については、条例に基づき策定する

（仮称）地域行政推進計画等において検

討してまいります。 

 

町会・自治会 （11 件） 
意見の概要 区の考え方 

大規模災害時には、町会・自治会のような顔

の見える、住民どうしの組織が重要である。そ

うした組織づくりにもっと予算や力を入れるべき

である。 

阪神淡路大震災や東日本大震災の教訓を

踏まえ、地域コミュニティの大切さや日頃からの

訓練・啓発が不可欠と認識しております。地

区防災力強化に向けて、防災塾や避難所運

営訓練など行っています。共助の力を高める

取組みやそのための支援のあり方について継

続して検討してまいります。 

町会・自治会を現状のままにすべきではない。

困難だが、加入率の低さ、役員選任の閉鎖

性、区との関係等の情報公開不足など、抜

本的に検討すべきである。 

町会・自治会は地域コミュニティの形成やまち

づくりにおいて重要な組織です。町会・自治会

の内部的な課題を除き、行政との関係の中で

見直す必要がある課題についてお話を伺い検

討してまいります。 

町会・自治会の活動について、安否確認メー

ル、オンライン掲示板・回覧板やキャッシュレス

会費集金等の先進事例がある。区には、情

報通信技術の活用の仕組みづくりの支援をお

願いしたい。 

町会・自治会の事務的な負担軽減や情報

発信の強化など、ICT を活用した取組みが効

果的であると認識しています。区の支援のあり

方について継続して検討してまいります。 
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町会・自治会は地域活動を担えなくなってき

ている。また、町会・自治会内では、会員との

情報・意見の共有が十分にはできていない。 

商店街についても、多くがテナント化している

商店街も多々ある。 

NPO などについても組織の継続性に疑問があ

る。こうした状況のもとで、地域コミュニティが地

域課題の解決やまちづくりの方向性を決めるこ

とが可能なのか、疑問を感じる。 

町会・自治会をはじめ、商店街、NPO、事業

者等の多様な主体が、地域コミュニティを形成

し、担い手としてまちづくりにかかわっていく地域

社会を目指します。 

そのための具体的な取組みについても、今後

広く、区民や地域の活動団体等への説明、

意見聴取を十分に行い、条例等の検討と併

せて実施してまいります。 

地域の活動団体が町会・自治会の会合に参

加し、発言できるような仕組みをつくって欲し

い。 

町会・自治会をはじめ、商店街、NPO、事業

者等の多様な主体が、地域コミュニティを形成

し、担い手としてまちづくりにかかわっていく地域

社会を目指します。 

地域活動の情報共有や活動団体間の交流

の場づくりなど、具体的な取組みについても、

条例等の検討と併せて実施してまいります。 

町会・自治会に加入しない世帯が増え、ま

た、商店街振興組合に加盟しない店舗が増

えるなど、まちづくりが難しくなっている。 

地域行政のめざすものは、良い方向性であ

る。町会・自治会が、独自の方向性や考え方

を地元において実践できることが望ましい。 

まちづくりの主役は区民の皆さんであり、これま

でその中心となって活動してきた町会・自治会

が、自主的な活動を続けられるように、引き続

き、区も支援してまいります。 

近隣では町会に加入していない世帯がほとん

どである。 

町会・自治会の加入率低下や活動の担い手

不足、役員の高齢化が見受けられます。 

地域コミュニティの中心である町会・自治会の

活動支援のあり方を検討してまいります。 

町会・自治会の活動を活性化し、会員の意

見を活動に反映すうように見直して欲しい。 

町会・自治会の役割は、災害時の互助組織

として機能するための最低限のものにすべき。 

町会・自治会の役割を区が決めることはでき

ないため、それぞれの町会・自治会と課題を共

有し、必要な見直しを図ってまいります。 

転入者に町会・自治会の連絡先等渡すなど

して、町会・自治会加入率 80％をめざして欲

しい。 

転入された方へ「ようこそ世田谷へ」という冊子

をお配りし、町会・自治会をはじめ地域の自

主的な活動を紹介する取組みを行っておりま

す。 

今後、たとえばスマートフォンでアクセスしやすい

方法など、地区の身近な情報を積極的にお

知らせする方法を検討してまいります。 

 

  



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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まちの人材の活用 （2 件） 
意見の概要 区の考え方 

高齢者が培った才能・技術・経験などを活用

することができるようにして欲しい。 

経験やスキルを持った高齢の方々と地域コミュ

ニティをつなぐネットワークづくりに向け、具体的

な支援策を検討してまいります。 

理念も体制も職員育成も、とても力強い世田

谷区の未来を感じた。街には魅力ある人材が

そろっており、区民どうしが持てる力を出しあえ

るような仕掛けを作って欲しい。 

ご意見のとおり、まちには、アクティブシニアやプ

ロボノなどの経験やスキルを持った方々が多く

いらっしゃいます。そうした方々やソーシャルビジ

ネスとの協働、大学等との連携など、まちの人

材と地域コミュニティをつなぐネットワークづくりに

向け、具体的な支援策を検討してまいりま

す。 

 

地域活動の場 （４件） 
意見の概要 区の考え方 

以前住んでいた船橋市では、市民が主体とな

って公民館を運営しており、年１回、市民の

活動の発表会や文化祭等を開催していた。

世田谷区の場合は、公民館の構造が劇場型

となっており、区民が活動する場がない。公民

館等の使用方法を改善して欲しい。 

区では、社会教育法上の「公民館」は設置し

ておりませんが、区民センターでは、地域の

方々が指定管理者として、様々な事業を自

主的に運営しております。 

また、多くの区民の方々に、文化的活動の場

として、区民センター、地区会館、区民集会

所等をご利用いただいております。 

羽根木近辺に、地域住民が集まって話合い

ができる場を設置して欲しい。 

新たな施設を建設することは、難しい状況に

ありますが、小・中学校や児童館、集会施設

の大広間、民間施設等の利用方法を工夫す

るなどして、地域の方々の活動の場の拡大を

図ってまいります。 

地域活動の場として利用できる施設が偏在し

ている。 

区民センターを区民がもっと広く活用し、親し

める場として欲しい。 

 

  



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 
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住民参加 （11 件） 
意見の概要 区の考え方 

条例骨子案にある「暮らしていてよかったと感

じるまち」に関して、区は、区民が暮らしていて

よかったと思うのはどのようなことなのかを広い

世代や属性の人々に話を聞き、まちづくりに参

加できるようにして欲しい。 

地域住民と行政がまちの将来像を共有し、地

域課題を参加と協働のもとに解決しながら、

活気があり、支え合いがあるまちを実現したい

と考えています。世田谷区基本構想の主旨も

踏まえながら、広い世代のご意見を伺ってまい

ります。 

区民の役割に期待するならば、区民の行政

依存意識を改め、自立心を盛り上げることが

必要である。そのためには、集団力より個人力

を強く反映させる考え方と仕組みが必要であ

る。 

自律・自立した個人が主体的に地域の事を

考え、行動を起こさせる仕掛けが必要である。 

区政情報の提供や生涯学習の機会づくりなど

条例素案の検討や推進計画策定の際に、区

民への働きかけに関する意見として参考にさせ

ていただきます。 

さらに住民自治を深め、地域が予算財源執

行権を伴う制度等の整備も展望すべきであ

る。 

計画に基づく予算案を区議会の議決を経て

執行するというプロセスを経たうえ、地域住民

が予算執行の一定の権限を持つという方法

は、住民主体のまちづくりの実効性を高めるた

めの重要な視点であると考えます。 

広く区民に知らせるべき課題をもっと伝えるべ

きであり、それによって、区民参加のまちづくり

が進むのではないかと思う。 

様々な世代や生活環境が異なる区民の皆さ

んに、ＳＮＳを活用するなどして、多様な方

法によって区政情報を提供し、また、地域行

政制度のもとに、多様な住民参加の機会をつ

くり、幅広い方々の意見や提案を区政に反映

する仕組みをつくってまいります。 

政策内容、活動内容を広く情報提供し、関

わる住民は意見するだけではなく、参加し、実

行するメンバーの 1 人になれるよう参加しやす

い環境づくりを進めて欲しい。 

審議会を全庁・総合支所・まちづくりセンター

の各レベルに設置して欲しい。 

区民参加については、区民間や行政サイド相

互の意見や問題点を明らかにし、区民が直接

議論に参加できる機会と仕組みが必要であ

る。 

地域住民、町会・自治会などの活動団体、

NPO、事業者、児童館、地域コミュニティ施

設管理者など多様な関係者が、地区まちづく

りの計画やその実施状況などを共有し、地域

課題を協議し、合意形成を図る区民に開か

れた参加と協働の場づくりを目指し、検討を深

めてまいります。 

条例骨子案には、多世代、多様な区民の意

思を区政に反映するよう努めるとあるが、具体

的にはどのようにするのか。 

区民の意見が区の施策等に活かされているこ

とを区民に示して欲しい。 
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区民の意見提案は、区として、どのように扱い

どう考えてどのような対応をしたのか、それがき

ちんとフィードバックされることが区民の区政参

加の意欲を高めることになる。 

どのように区政に反映したのか、施策に反映し

た場合もしなかった場合も、それはなぜそうなっ

たのか、という区の対応を公表することがとても

重要である。区の区民意見への対応について

も条例にきちんと明記すべきである。 

条例素案の検討の際に、区民参加の手法の

意見として参考にさせていただきます。 

ＳＮＳやネット等の伝達手段に頼りすぎると

情報弱者の切り捨てとなってしまう。配慮が必

要である。 

ICT 利用が困難な方であっても、身近な行政

拠点で行政サービスを利用できるように、まち

づくりセンターにおける支援のあり方を検討して

まいります。 

 

行政サービス （17 件） 
意見の概要 区の考え方 

各種手続きの案内書のようなものを全戸配布

してはどうか。 

区民サービスの取組みの意見として今後の検

討の参考とさせていただきます。 

手続きのために総合支所まで行くのが困難で

ある。もう少し狭い区域単位で行政サービスを

提供することを考えて欲しい。 

福祉の相談窓口で解決できない案件やより

専門的な相談などに対応できるよう、本庁や

総合支所の専門所管と映像システム等でつ

ながる仕組みをつくるなどして、まちづくりセンタ

ーにおけるワンストップサービスの窓口機能の

実現を目指してまいります。 

具体的な窓口サービスの内容については、今

後、検討してまいります。 

個人情報開示請求の手続きなど、総合支所

でできる手続きを増やして欲しい。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていただき

ます。 
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まちづくりセンターを統廃合し、存置するところ

には、出張所の機能を付け加えて欲しい。 

まちづくりセンターは、多様な活動間をつなぐコ

ーディネート機能を強化するため、問合せ対

応、福祉の相談窓口とともに、活動団体・活

動人材の紹介や活動の場所・助成制度の相

談等に重点を置いた窓口としてまいります。 

また、福祉の相談窓口で解決できない案件や

より専門的な相談などに対応できるよう、本庁

や総合支所の専門所管と映像システム等で

つながる仕組みをつくるなどして、まちづくりセン

ターにおける窓口機能の実現を目指してまいり

ます。 

具体的なサービスの内容については、今後、

検討してまいります。なお、ＤＸによる窓口サ

ービスの拡充に当たっては、個人情報の保護

も重要であるため、利便性との両立を図れる

ような仕組みを検討します。 

区民にとって一番近い窓口であるまちづくりセ

ンターでどんなことができるのかが区民にとっての

関心事の一つである。 

区民にとって最も身近な行政機関は、まちづく

りセンターであり、住民福祉の相談機能に加

えて、すべての行政手続きの窓口機能を（出

張所を兼ねた）まちづくりセンターに集約する

方向に整理すべきである。 

まちづくりセンターが近くにあるが、全く行く用事

がない。区民がもっと利用するような施設にし

て欲しい。 

情報通信技術を活用して、まちづくりセンター

の業務を拡充して欲しい。 

まちづくりセンターの窓口業務の改善について

は、イメージを具体的に示すべきである。ＤＸ

の推進については、住民の個人情報の保護を

守る立場を明確に示すべきである。 

年金の「現況届」をまちづくりセンターでできる

ようにして欲しい。 

まちづくりセンターで障害者手帳の申請と受取

りができるようにして欲しい。 

まちづくりセンターで転入・転出届の受付を行

って欲しい。 

まちづくりセンターでマイナンバーカードを発行で

きるようにして欲しい。 

まちづくりセンターで住民票、戸籍謄本、印鑑

証明が取得できるようにして欲しい。 

まちづくりセンター(太子堂・経堂・北沢・等々

力・用賀・二子玉川・成城・烏山を除く 20 か

所)では、住民票の写し、印鑑登録証明書、

課税証明書の証明書の取次ぎ発行を行って

おります。 

まちづくりセンターで印鑑証明の謄本がとれる

ようにして欲しい。 

まちづくりセンターには、子育て家庭への訪問

や親の交流の場づくりなど、子育て支援を行っ

て欲しい。 

区の子育て支援施策については、総合支所

によるネウボラや児童館における支援の取組

みをおこなっております。 

そうした取組みとまちづくりセンターの場所の活

用などとの連携について事業の参考にさせてい

ただきます。 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 
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いわゆる「ごみ屋敷」への対応や高齢者の見

守り、児童虐待防止等についても、まちづくり

センターで対応するようにして欲しい。 

現在でも、まちづくりセンターでは、区民の皆さ

んの様々な困りごとについて、相談を受けてお

ります。あんしんすこやかセンター、社会福祉

協議会と連携して対応するとともに、総合支

所などの関係する窓口につなぎ、解決を図って

います。 

 

DX の推進 （6 件） 
意見の概要 区の考え方 

パソコンやスマートフォンを使えるようになるため

に、初心者向けの講座を開催して欲しい。 

ICT 利用が困難な方であっても、身近な行政

拠点で行政サービスを利用できるように、まち

づくりセンターにおける支援策を具体的に検討

してまいります。 

行政手続きについて、その場所に行かなけれ

ばできないことを例外なしに無くすことを目標と

し、オンライン化に向けたロードマップを公開し

て欲しい。 

福祉の相談窓口で解決できない案件やより

専門的な相談などに対応できるよう、本庁や

総合支所の専門所管と映像システム等でつ

ながる仕組みをつくるなどして、まちづくりセンタ

ーの窓口機能の実現を目指してまいります。 

DX（デジタルトランスフォーメーション）の計

画とともに今後取組みのスケジュールを検討し

てまいります。 

地域行政にまつわる様々な課題は、デジタル

化、ICT 化、ネットワーク化することで解決でき

る。区は、ＤＸを早急に推進し、行政のデジ

タル化、ICT 化、ネットワーク化を図るべきであ

る。また、そのためのスキルを持った職員を補充

すべきである。 

インターネットを活用した新たな区民対話の場

や DX による業務改革により、効率的・効果

的な地域行政を目指してまいります。 

また、DX に対応できる職員の育成も重要な

視点と考えます。 

行政手続きを原則オンライン化し、手続きを

対面で利用する場合は、職員人件費相当額

を徴収すべきである。 

インターネットを活用した新たな区民対話の場

や DX による業務改革により、効率的・効果

的な地域行政を目指します。 

対面サービスに関する手数料については、今

後の検討の参考とさせていただきます。 

コロナ禍を経て、保健所や医療体制の脆弱さ

が露呈し、行政のあり方を根本から見直し、

変えていく必要がある。生活保護を必要として

いる世帯の発掘や保健所の機能の増強、ア

クセスのしやすさなど、コロナ禍の教訓をきちん

と反映させる必要がある。 

コロナ禍を教訓として、行政手続きや区役所

のデジタル化を進めることにより、業務の効率

化を図り、職員を区民により身近な業務にシ

フトさせることができるよう努めてまいります。ま

た、インターネット等を利用したリモートによる受

付・相談業務を展開してまいります。 
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ＤＸによる窓口サービスの拡充に際しては、

個人情報保護をより一層強める必要がある。 

ＤＸによる窓口サービスの拡充に当たっては、

個人情報の保護が重要であると考えます。利

便性との両立を図れるような仕組みを検討し

てまいります。 

 

区の組織・体制 （2 件） 
意見の概要 区の考え方 

行政組織体制を見直すと同時に職員意識を

見直す必要がある。さらに、まちづくりセンターと

総合支所の職員を活性化させるためには、人

材配置・職務権限・予算配分も見直す必要

がある。 

まちづくりセンターの取組みを総合支所・本庁

が支援する仕組みを整備するとともに、地区ま

ちづくりアドバイザーやボランティア、NPO などの

人材バンク機能や外郭団体等のまちづくり機

能とも連携した地区まちづくりの支援体制を強

化してまいります。 

総合支所については、危機管理や地域福

祉、都市整備の分野、児童館の地区展開を

見据えた子ども関連事業、まちづくりの専門性

や担い手の確保の観点などから、これまでの本

庁との関係における業務見直しの経緯を確認

しつつ、新たな課題に対する総合支所への業

務移譲・権限の拡充を図ってまいります。 

地域における住民参加に対応するには、区の

職員に高度な専門性が必要となる場面があ

る。この点も考慮して、本庁と総合支所の分

掌を考えてもらいたい。 

まちづくりの現場であるまちづくりセンター職員

に求められる専門性や経験と総合支所・本庁

によるバックアップの体制・業務内容等につい

て検討を進めてまいります。 

 

まちづくりセンターの体制（16 件） 
意見の概要 区の考え方 

まちづくりセンターの職員が、まちに出て、直

接、区民のニーズをとらえることが必要である。 

DX の推進により、業務効率化を進め、人員

などの資源をより区民に近い業務に充てること

が想定されます。そのような取組みの１つとし

てご意見のような取組みも考えられます。 
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『本当に悩んでいる方々と行政のマッチングは

永遠の課題』と言わせておいてはいけない。管

理職を先頭に区民全世帯へ、定期的に直接

足を運んで、住民と肌で触れ合う機会をつく

り、潜在している問題点をくみ上げ、行政の支

援とつなげ、行政に反映させる。また、住民の

興味や関心に添った地域コミュニティづくりを支

援する仕組みを構築してこそ、実体のあるプラ

ットフォームビルダーと言える。 

まちづくりセンターは、様々な相談を受け、解

決に結びつける最も身近な行政機関として、

今以上に機能するよう、関係所管との連携を

強化する仕組みを検討してまいります。 

よりきめ細かい情報の発信のため、まちづくりセ

ンター毎の広報を作成し、小さな地区単位で

情報の収集ができるようにしてはどうか。 

生活エリアの身近な情報の提供は、まちに関

心を持っていただき、住民参加のきっかけづくり

として重要であると考えます。ご意見は今後の

施策の検討の参考とさせていただきます。 

まちづくりセンターに人々が集まるように、イベン

ト等を開催してはどうか。 

まちづくりセンターの機能として重要であると考

えます。ご意見は今後の施策検討の参考とさ

せていただきます。 

地域行政の理念・目標を具現化するには、ま

ちづくりセンターの役割が極めて重要である。

地域社会が大きく変化している状況に鑑み、

まちづくりセンター所長には、変化に対応できる

人材、地域社会と問題解決に前向きに取り

組める人材をあてて欲しい。 

まちづくりセンターが、地区の特徴や実態を十

分に把握し、多様な活動や人材のコーディネ

ート機能を強化するため、所長やまちづくり・防

災担当係長の職や配置年限、一定の業務

経験を積んだ一般職員の配置など体制強化

に向けた見直しを行います。 

まちづくりセンターの職員を大幅に増員し、所

長の権限を総合支所長以上として、財源を

含む権限を委譲し、住民からの相談にたいす

る決裁が所長判断で行えるように改善する必

要がある。また、まちづくりセンターを拠点にした

地域コミュニティを支える仕組みとして、「福

祉」「安全安心」「子育て」のほかに、楽しく暮

らしていけるインセンティブを醸成する「文化・ス

ポーツ活動」も加えるべきである。 

まちづくりセンターが、地区の特徴や実態を十

分に把握し、多様な活動や人材のコーディネ

ート機能を強化するため、所長やまちづくり・防

災担当係長の職や配置年限、一定の業務

経験を積んだ一般職員の配置など体制強化

に向けた見直しを行います。 

また、各地区の課題やニーズをまちづくりセンタ

ーが把握し、地区の住民と解決に向けた取組

みの支援を行うとともに、地域での課題や取り

組む内容を総合支所が把握し、施策に反映

させる仕組みをつくってまいります。 

介護保険申請のために、まちづくりセンターを

利用したが、要領を得なかった。 

まちづくりセンター職員の教育をして欲しい。 

まちづくりセンターでは、福祉の相談窓口とし

て、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議

会と連携して、区民の皆さんからの福祉の

様々な相談に応じており、連携強化に努めて

まいります。 

  



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 

 

20 

区民が、まちづくりセンターの運営等に誰でも

参加することができる制度を考えて欲しい。 

まちづくりセンターは、区民の自立した地域コミ

ュニティの促進に向け、地域の様々な情報を

把握・発信し、活動の支援・交流の機会づくり

を進め、区民の皆さんと一緒ににわがまちをつ

くっていく取組みを進めてまいります。 

また、多様な関係者による開かれた参加と協

働の場づくりを目指してまいります。 

まちづくりセンターには、区民と地域の諸団体

をつなぐ、コンシェルジュ機能を期待する。ま

た、地域の諸団体には、町会・自治会等に加

えて、地区内の大学・高校・中学・小学校の

サークル・部活動も含めても良いのではない

か。 

まちづくりセンターは、町会・自治会やＮＰ

Ｏ、民間事業者などの多様な関係者のネット

ワーク化やマッチングを支援し、区民主体的の

まちづくりを進めます。若い世代の地域参加は

重要な視点であり、具体的な取組みを検討

してまいります。 

ＰＴＡ活動等をしている人以外、まちづくりセ

ンターの存在を知っている住民はほとんどいな

いのではないか。 

区民の皆さんにまちづくりセンターを知っていた

だくことが重要と考えております。身近な相談

場所として利用いただけるよう取組みを行って

まいります。 

現役世代や子供世代への対応を最優先にし

たまちづくりセンターにして欲しい。 

関係所管と連携して、若者や子育て世代に

向けたＳＮＳを活用した区の子育て支援や

地域コミュニティ活動の情報を発信するなど、

世代にマッチした効果的な情報発信の方法に

ついて検討してまいります。 

子育て世帯や高齢者等、地域との繋がりが

必要な住民に適切な情報が届いていない。ま

ちづくりセンターの活動について、住民への周

知、情報発信の方法を改善する必要がある。 

まちづくりセンターが地区のまちづくりの方針等

を策定することができるようにするには、相当程

度の執行体制の強化が必要となる。財政・人

員配置の面で実現性に疑問がある。 

今後のまちづくりセンターの体制強化が必要に

なると考えます。 

職員配置のあり方や体制の強化に努めるとと

もに、まちづくりアドバイザーの活用と支援、総

合支所・本庁の職員による支援職員制度の

改善など多面的な見直しを検討してまいりま

す。 

三層構造の考え方は良い。しかし、まちづくり

センターの職員が少ない。まちづくりセンターの

機能充実には、職員の増員が必要である。 

区民の「参加と協働」を更に進めるためには、

まちづくりセンターの権限・機能を強化する必

要がある。 

地域コミュニティが希薄化し、地域活動の担い

手の固定化が進む中で、まちづくりセンター

は、まちづくりに関わる人材、活動、場所など

社会資源を有機的につなぐコーディネート力の

強化が求められ、地区課題を解決するための

計画、予算、事業執行にかかる権限の強化

が必要と考えています。総合支所、本庁との

関係性も考慮した検討を進めてまいります。 
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首都直下型地震への対策を充実し、区民へ

の周知を徹底して欲しい。 

まちづくりセンターでは、防災塾や避難所運営

訓練の支援、各種学習会による防災意識の

啓発など、災害対策に関する住民主体の取

組みの充実と支援の強化を図ります。 

 

総合支所の体制 （3 件） 
意見の概要 区の考え方 

総合支所に予算と人事権限を移す。世田谷

総合支所を三軒茶屋へ移転する。 

総合支所については、危機管理や地域福

祉、都市整備の分野、子ども関連事業等に

ついて、専門性や担い手の確保の観点から、

これまでの地域行政の見直しの経緯を踏まえ

つつ、新たな課題に対応するために必要な業

務移譲・権限の拡充を検討します。 

なお、世田谷総合支所を三軒茶屋に移転す

る計画はありません。 

総合支所が、地域のまちづくりの仕組みを構

想・整備するとあるが、実際にはとても難しく、

地域をよく知ることが重要である。また、効率

的な行政運営を実施するとあるが、一律にな

らないようにきめ細かな配慮が必要である。さ

らに、地域の情報を区民に提供するとあるが、

従来と変わらないやり方では、情報は伝わらな

いと危惧する。 

総合支所職員に地区担当制を敷き、まちづく

りセンターにおける地区まちづくりや福祉の相

談窓口における取組みとの連携の強化を図り

ます。 

また、ＳＮＳの活用など、多様な方法によっ

て地域の情報を発信し、また、多様な住民参

加の機会をつくり、幅広い方々の意見や提案

を区政に反映する仕組みを検討してまいりま

す。 

総合支所長を公選制にして欲しい。 ご意見は今後の施策の参考とさせていただき

ます。 

 

審議会 （4 件） 
意見の概要 区の考え方 

地域行政審議会の委員の選任は、男女平

等にすべきである。また、多様な人の意見も取

り入れることができるように委員の選出に関す

るルールをつくり公表して欲しい。 

区は「世田谷区第二次男女共同参画プラ

ン」において、審議会等における女性の参画を

進め、女性登用率の向上を図ることを掲げて

おります。 

地域行政審議会の委員の選考に当たって

は、同プランに基づき、女性の登用を積極的

に進めるとともに、多様な意見が審議に反映

される委員構成となるように努めます。 

なお、子どもの提案については、今後の検討の

参考とさせていただきます。 

男女共同参画、子どもの権利の尊重の観点

から、審議会等の委員の構成は、男女共同

参画や多様性に配慮すべきである。また、子ど

もの提案権等も検討すべきである。 
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地域行政審議会の委員には、公募した区民

を加えることが重要であり、その人数も含めて、

条例で規定すべきである。 

地域行政審議会は、区長の附属機関として

設置することを想定しており、区長が任命しま

す。委員の任命に当たっては、女性の登用を

積極的に進めるとともに、多様な意見が審議

に反映される委員構成となるように努めます。 

なお、委員の一部を区民の皆さんから公募す

ることを想定しておりますが、その人数を条例

で規定することは考えておりません。 

地域行政審議会の委員の選出は、透明性を

確保した方法をとるべきである。また、委嘱に

当たっては区民から異議の有無を確認して欲

しい。 

 

人材育成 （7 件） 
意見の概要 区の考え方 

条例骨子案について、区民主体のまちづくりの

推進を目的として明記していることは、評価す

る。ただ、その実現には、実際の行政運営にあ

たる職員が、この目的にそって事業にあたること

が不可欠である。区の幹部職員等に対して、

研修等を通してこの考え方をしっかりと教育す

ることが必要である。 

多様な活動・人材をコーディネートし、地域コ

ミュニティとの連携を重視したまちづくりを進める

ため、教育機関での学びや民間企業との人

事交流など、専門性を習得する人材育成プ

ログラムを進めます。なお、区の人材育成計

画との整合を図り、職員周知を図ります。 

今後のまちづくりセンターの役割は非常に重要

なものとなるが、現在の人員配置では無理が

ある。また、専門性より、ゼネラリストな職員配

置が必要不可欠となる。特に、所長には、総

合的な知識と的確な判断力必要となる。どの

ような職員研修を行うのか。 

町会・自治会をはじめ、NPO や事業者等の

多様な活動・人材をコーディネートし、地域コ

ミュニティとの連携を重視したまちづくりを進める

ため、教育機関での学びや民間企業との人

事交流など、専門性を習得する人材育成プ

ログラムを進めます。 

また、地区防災や地域福祉、都市整備事業

など、まちづくりの専門性や担い手の確保に関

して、地区の支援を強化する観点から、地区

まちづくりアドバイザーやボランティア、NPO など

の人材バンク機能や外郭団体等のまちづくり

機能とも連携した地区まちづくりの支援体制を

強化します。 
大学や大学院で地方自治を学んだ職員を専

門職として採用して欲しい。 

地域行政の推進において最も重要な役割を

担うのは行政組織でなく、行政運営に携わる

区の職員である。まちづくりセンターの長やスタ

ッフがどのような役割を担うのかを条例に含める

べきと考える。 

まちづくり方針の策定や情報発信、区民参加

の機会づくり支援、身近な相談など、まちづくり

センターが担う役割を条例に規定してまいりま

す。そのような役割を果たすための、コーディネ

ート力やファシリテート力、情報収集・企画力

など職に応じた人材育成の方策を検討してま

いります。 



（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 

 

23 

これまでの地域行政が十分に実現されてこな

かった重要な要因の一つには、区及び区の職

員が、区民の生活の実態を十分に把握してこ

なかったことにあるのではないか。 

区は、区民意識調査やパブリックコメント、車

座集会、日ごろの相談業務等を通して、区民

の皆さんのご意見を伺ってきました。 

SNS 等の ICT も活用して、より多世代のご意

見を伺うとともに、まちづくりの現場からの声に

より耳を傾け、皆さんの意見を区政に反映す

るよう努めてまいります。 

区役所職員は、しっかりとした研修後に配置

するようにして欲しい。 

職員の人材育成は重要であると認識していま

す。接遇の徹底とともに、ご意見を踏まえ、今

後の取組みの参考にさせていただきます。 窓口対応の職員の服装をもっとキチンとすべき

である。 

 

 
その他、各分野個別の意見 （97 件） 
 
  関係所管にご意見を伝えました。 

 

 区政全般・防災・防犯：20 件 

 区民生活・環境：16 件 

 保健・福祉：17 件 

 街づくり：41 件 

 教育 3 件 
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区民説明会（オンライン）質疑応答の内容 

 

第１回【２月 28日（日）】   ※時間の都合上、回答できなかった質問・意見に対する区の考え方を含む           

No 質問原文（誤字等一部修正） 回答要旨および区の考え方 

1 

これまでの地域行政をどのように評価しています
か？ 

地区にまちづくりセンターがあることが大きな成
果で、地域行政制度をさらに根づいたものにして
いきたい。そのためにまちづくりセンターの機能
を充実させていくことがこれからの課題である。
まちづくりセンターが知られていないことも大き
な課題である。この条例を通して、地域行政の仕
組みを知り、まちづくりセンターを使っていただ
きたい。 

2 

この条例を制定することに至った課題認識がズバ
リどの点なのか、議論のスタートラインがどこな
のか、明快な提示をしていただけると、議論をす
すめやすいと思いました。 

高齢化や地域コミュニティの希薄化が進み、地域
活動が衰退する危機感がある。地域コミュニティ
の醸成と、より多くの関係者によるまちづくりを
進めるための区民と区の役割を考えていきたい。 

3 
まちづくりの社会的課題は何であると認識されて
いますか？ 

高齢化、核家族化、生活の便利さによる個人主義
などが背景にあり、暮らすまちをよくしたい意識
が行動につながらないことだと考えている。 

4 

今回の説明資料をまとめるにあたり、事前に区民
の声を吸い上げましたか？ 集めたとしたら、ど
のような意見がありましたか？ 

昨年度実施した全２８地区での車座集会は、地域
行政をテーマにご意見を伺ったなかで、高齢化や
担い手不足などの社会的に厳しい状況があり、若
い人たちは地域のことを知らない、或いは知る手
段がないとの意見から、まちづくりセンターの情
報発信が大切だと実感した。まちづくりセンター
を中心とした情報共有・発信の場については、区
民の皆さんからいただいたご意見を踏まえた考え
方である。 

5 

いま条例をつくる必然性や具体的に何をやろうと
しているのか見えてこない。「住民参加」、「参加と
協働」の実を上げ、行政と住民とのコミュニケー
ションを密接にするための手立てを講じようとし
ていることは理解できます。そのためは行政の窓
口として、「まちづくりセンター」が主体的に動け
るように、センター長への大胆な権限委譲、総合
庁舎の業務の移管と窓口のワンストップ化の必要
があると思われるがそうなっていません。 
 ③のモデル案チャートは、だれに何を伝えよう
としているのか分かりません。地域行政の課題に
ついては、これまでも種々取り組んでこられたと
思いますが、どうして実行できなかったのか、要
因分析が必要と思います。議会でも「理念条例」か
と揶揄発言が聞かれましたが実効性に疑問を持ち
ます。同じことの繰り返しにならないでしょうか。 

今回の地域行政改革の一つの大きなポイントとし
て、区民の皆さんの「したい・知りたい」をサポー
トするためのまちづくりセンター機能の強化を考
えている。まちの将来像を考え、人材をつなげ、住
民参加の機会を増やし、コミュニティの醸成にこ
れまで以上に取り組んでいきたい。地区の中で
様々な課題があるが、地区・地域の皆さんと一緒
に問題解決に取り組む力を強化していく。 
資料③は、地区・地域の繋がりを作るための場を
イメージした。これまでも、町会・自治会をはじめ
様々な皆さんと、28 通りのまちづくりを進めた
が、より多くの方との繋がりをつくり、さらにま
ちづくりを進めていきたいと考えている。 

資料２ 



2 

 

6 

分かりにくい要因は、住民にもピンとこない「本
庁」「総合支所」「まちづくりセンター」の「3 層
構造」にあります。住民参加の活動範囲、行政サー
ビスの窓口機能が「地域」・「地区」に分けられて
おり、ときには「本庁」が窓口となり、住民は 3
か所に足を運ばねばならない。「協議会」も「地域」
と「地区」それぞれに設けられ、両協議会の違い、
参加者の選任も含め不明瞭で、その間の調整も大
仕事となることが予想され、現実的でないと思わ
れます。そもそも「3層構造」は、「地域行政によ
る区民主体のまちづくりを推進」するのであれば、
総合支所を解体して、「本庁」と地域・地区を一体
化した「まちづくりセンター」に分散し「2 層構
造」（フラット化）に、10年かけてでもすべきと
思いますがいかがですか。 

三層構造は地区・地域の問題を区民の皆さんで、
課題を認識し、解決に向けた方策を探る、いわゆ
る住民自治を保障するための仕組みと考えてい
る。地域の協議会では、区民の意思を行政運営に
反映するという、民主主義の密度を上げることを
目的とした協議会の性格が強くなり、地区の協議
会は、地域課題の解決に向けた協働を主眼とした
協議会になることをイメージしている。 
区民のみなさんに身近なまちづくりセンターがあ
り、そこで相談やお話を伺い、その次に、地域の総
合支所で問題解決に向けた対応をしていく。総合
支所には様々な専門職も配置しており、地域の中
で問題解決していく構造になっている。 

7 

総合支所は規模の大きな世田谷区において、区の
中の区役所としての役割があるということはイメ
ージできました。縦の連携は 3層構造で存在する
と思うのですが、横の連携の確保についてどのよ
うな具体化案をお持ちでしょうか？区内の分断が
心配です。 

総合支所間で成果が出ていることを共有すること
が大切だと考える。また、総合支所内の横の連携
として、例えば、都市整備（街づくり）の際に、総
合支所内のソフトのまちづくりを担当する部署と
連携し、賑わいのあるまちをつくっていく取り組
みも重要だと考える。 

8 

コロナ感染症拡大を受けて、保健所の重要性を再
認識しました。本条例と保健衛生分野との関わり
を、もう少し教えて下さい。 

地域行政制度導入後、平成９年に総合支所に保健
福祉センターを設置し、地域保健予防の観点から、
健康づくり事業を各地区に展開している。本条例
に規定する総合的な行政サービスの推進の視点か
ら、より身近な行政拠点への業務移管も検討して
いく。 

9 

地域課題として「保健所機能」をあげられました。
数地区ごとに保健所を分散して（コロナ禍を経験
してさらに増やす必要があると思います）、総合支
所の「まちづくりセンター」機能を地区に一本化
して移管できませんか。 

三層構造の役割については、本条例に規定する総
合的な行政サービスの推進の視点から検討してい
く。 

10 

区民の定義の表現が不正確。区内に住所を有する
だけ者は区民ではないととられてしまうが、本当
にそうなのか。 

区民の定義は区内に住所を有するもの、また区内
に通勤や通学する者、主たる活動拠点を有する法
人その他団体のため、区内に住所を有するだけの
者も区民に含まれる。 

11 
区民の役割を守らなかった場合に罰則はあります
か？ 

条例骨子での区民の役割は努力義務となっている
ため罰則はない。 

12 

区会議員のことが条例にも議論にもまったく出て
いませんが、この条例による活動にどのようにか
かわるのですか？ 

この条例は、自治基本条例とは異なり、区議会議
員の役割は規定していない。参加と協働による区
民主体のまちづくりを推進することにスポットを
当てた性格の条例となる。 

13 

資料④これからのまちづくりセンター（案）につ
いて、「情報提供・交流の場創設」とありますが、
まちづくりセンター内に新たに創設するという意
図でしょうか。現在のまちづくりセンターでも情
報を得る場として機能していると感じておりま
す。何か違いがあればお教えください。 

横浜市緑区にある施設では、活動団体や人材の情
報が壁に貼られており、情報収集ができる仕組み
になっていた。情報を広くお知らせする姿勢が必
要だと感じた。まちづくりセンターの情報発信機
能を検討していく必要があると考えている。多く
の方が集まり、地区の活動や人材を知り、活動に
興味を持っていただくことが重要だと考える。 

14 

まちづくりの 3層構造の 2層目「地域」では専門
職を配置すると言われました。では、1 層目「地
区」においては、具体的にどのような人材を想定
しているのでしょうか。ここの配置が地域住民と
の接点になり、要になると思われます。また、負担
軽減に配慮する必要性も有るかと思われます。 

地域コミュニティの醸成や地域の実態に即したま
ちづくりを進めるための側面支援と活動間のマッ
チングを行うコーディネート機能が求められる。
担当する地区を知り、広い視野を持って区民とと
もに地区をつくっていく気概をもった職員育成を
進めていく。 
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15 

まちづくりセンターには行く機会がありません。
綺麗な施設が多いようですので、区民にもっと使
えるような取り組みが必要だと思いますが、いか
がでしょうか。 

まちづくりセンターは、世田谷区の大きな財産で
あるため、多くの方々に知っていただくことが重
要になる。平成 17 年度以降、まちづくりに特化
した施設となり、行く機会が少なくなったとの意
見もある。今後のまちづくりセンターのあり方は
非常に重要なテーマだと考えている。 

16 

町会には新しい住民が増えています。引っ越して
きた方へ町会への参加を積極的に区、まちづくり
センターが個別に案内し、また、町会へ情報を知
らせる仕組みを作ってほしい。 

転入された方へ「ようこそ世田谷へ」という冊子
をお配りし、町会・自治会をはじめ地域の自主活
動の紹介をしている。今後、お住いになる地区の
身近な情報を多面的な方法や媒体で積極的にお知
らせする方法を検討していく。 

17 

私の地域の友人たちの中でも「まちづくりセンタ
ー」を知らない人が多いです。 

まちづくりセンターを知っていただける取り組み
が必要と考えている。身近なよろず相談の場所と
しても利用いただけるよう様々な取り組みをして
いく。 

18 

まちづくりセンターの存在を知りませんでした。
新しい部分を付け加えるのと同時に地域共生の家
などの今まである施設も相互的に活用できる進化
し続けていくシステムを構築して欲しいです。ま
ちづくりセンターも均一の手法ではなく住民の特
色をくみ上げることのできる方策を工夫しながら
進めてもらえたら嬉しいです。世田谷区は先進的
だと思います。完璧でなくても種を蒔く仕事は大
切だと感じています。 

地域共生の家は、地域に根差した地域コミュニテ
ィの場づくりの好事例であると認識している。こ
のような取り組みが進めやすい環境づくりが必要
と考えている。地区ごとに人口や高齢化率、人口
の流動性、社会資源は異なるため、多様な地域参
加のチャネルを用意していく。 

19 

全ての総合支所では同じ取り組みをされているの
ですか。独自性のある取り組みをされているので
あれば、どのようなことをしているのか知りたい
です。 

【世田谷地域】太子堂・三宿エリアでは、町全体の
不燃化に向けた取り組みが進んでいる。また、三
軒茶屋エリアでは、今後のまちづくりについて地
域の皆さんと一緒に会議を行い、議論いただいて
いる。文化の面ではボロ市が 440 年の歴史があ
る。各地区に様々な団体があり、総合支所、まちづ
くりセンターをあげて支援させていただきなが
ら、住みやすい地域となるよう取り組んでいる。 

【玉川地域】二子玉川駅の再開発をきっかけとし
た、「二子玉川１００年懇話会」という町会・自治
会や企業が参加している団体があり、様々な取り
組みをしている。総合支所でも参加やサポートを
させていただいている。また、世田谷区で初めて
の取り組みである二子玉川エリアマネジメンツに
もサポートさせていただいている。 

【烏山地域】地域キャラクター「からぴょん」を中
心としたまちづくりの取り組みを進めている。ま
た、京王線の連続立体交差化事業をきっかけに、
地域の皆さんとこれからの烏山のまちについて話
し合い、未来に向けて素晴らしいまちをつくって
いく取り組みを進めている。 

20 

烏山地区の住人です。烏山総合支所と烏山区民セ
ンターは地理的に近いところにありますが、拠点
統合するメリットはありませんか。 

総合支所は、地域振興、防災、保健福祉センター、
街づくりという地域の行政拠点の役割を担ってい
る。烏山区民センターは、駅前の利便性を活かし
た出張所とまちづくりセンターを併設している。
区の公共施設の統合・複合化については、公共施
設管理の観点から計画的に進める方針である。 
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21 

ざっと聞いて、区の職員育成に相当のウェイトが
かかっていると感じました。通常の異動があるポ
ジションでは、地域コーディネートなどはおぼつ
かないと思いますが、雇用形態や人事の面からの
工夫は考えているのでしょうか？またどのような
人材育成プランなのか、そこに地域との協働はあ
るのか？も教えてください。 

まちづくりは人材づくりということも言われてい
る。特にまちづくりセンターの職員は、地区の方
とともにまちづくりを考え、進めていくことが重
要と考えている。今後のまちづくりは、町会・自治
会や多様な団体等との連携を進めるためのスキル
を明確にして、キャリアアップのための研修を検
討していく。 

22 

資料②（仮称）地域行政推進条例（骨子案）の考え
方と地域行政の見直しの方向性・視点の５ 人材育
成・配置、職員支援体制の（２）職員育成につい
て、専門性と取得する人材育成プログラムを進め
ますとありますが、現在文部科学省でも「社会教
育士」がありますが、そのようなプログラムでし
ょうか。 

区民と協働して地域の課題に取り組むためには、
地域をコーディネートするスキルを身に着けるこ
とが重要な視点だと考えている。具体的なプログ
ラムは今後検討していく。 

23 

92 万人の行政区の運営に極めて適切な条例と感
じました。さらに素晴らしい世田谷区にしていく
ためには、住民・区の職員の気持ちが一体となっ
てほしい。区の職員の皆様はとてもよくサポート
してくださるが、さらに動きやすいような環境整
備に努めてほしい。 

住民自治の機会を充実させ、コミュニティを再構
築するために、まちづくりセンターを中心とした
取り組みを進めていきたい。区ではデジタル技術
を使いながら仕事のあり方を変えていく取り組み
を進めている。人の手で行っていた仕事をオート
メーション化することで、職員が区民の皆さんの
活動にこれまで以上にサポートすることができ
る。 

24 
名刺をもって地域区民の世帯を回って活動内容を
はなし、区民の区政への希望など聞き取ったらよ
いと思いますがいかがでしょうか？ 

これからの区職員は、積極的に区民にと接する姿
勢が必要であると考える。まちを推進する取り組
みを検討していく。 

25 

福祉、生活保護を必要としている人の発見、そし
て住民参加を促進するために、「あんしんすこやか
センター」や「社会福祉協議会」だけでなく行政職
員から区民に足を運ぶ「御用聞き」行政（「出前行
政」）を取り入れられませんか？ 

DXの推進により、業務効率化を進め、人員などの
資源をより区民に近い業務に充てられることが想
定される。そのような取り組みの１つに「御用聞
き」行政も考えられる。 

26 
本条例による、町会の役割・業務の見直しはこれ
から検討でしょうか？ 

今後、町会・自治会からもご意見を伺い、実情を確
認しながら具体的に検討していく。 

27 

町会・自治会の活動と行政のかかわり方の方策の
中に「地域 SNS の活用」というのがありました
が、もう少し詳しく知りたいです。今回は匿名で
の質問としますが、自分は IT企業の会社員で、在
宅勤務が多くなりましたので、何かぜひ貢献した
いと考えております。貢献したいのに参加する方
法がよくわからないです。 

地区の様々な取り組みを広報紙等でお知らせして
いるが、これからは SNSの活用が重要である。ま
た、区では様々な分野のスマホアプリがあるが、
地域や地区ごとの情報発信になっていない。ウェ
ブ会議も活用し、行政と区民の関係ではなく、一
緒にまちを場考える場づくりも必要だと考える。
SNSの活用は重点的に検討していく。 

28 

タブレット回覧板の導入はいつ頃の予定か。各町
会に１つタブレットが区の予算で配布されるの
か。入力を町会の方ができるのか。 

庁内職員による検討において、地域活動への参加
を促進させるためのアイデアの１つとして議論し
た。具体的な検討に向けては、町会自治会の方と
も十分に話し合いを進めていく必要があると考え
ている。 

29 

「ちょこっと参加」とは具体的にどのような種類
の活動で、どのくらいの時間を要するものを指す
のでしょうか 

「ちょこっと参加」は庁内職員による検討におい
て、地域活動への参加を促進させるためのアイデ
アの１つとして議論した。地域活動を細分化した
うえで、気軽に多様な方が関わっていただくため
のキーワードとして捉えている。実施の有無は今
後検討していく。 
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30 

活動「ちょこっと参加」ができるような人材バン
クを構築するということだが、いつ頃利用できる
ようになる予定なのか。世田谷区に住民票がある
人に限ったりせず、多様な人材が世田谷区で活動
できるようにした方が良いと思うが、区民限定の
予定だろうか 

現在、「おたがいさまバンク」というボラティア登
録制度がある。今後は人材バンク機能とのマッチ
ングが大切だと考える。地域への関心を持つ方々
をマッチングしながら、地域参加につなげていけ
るよう検討していく。 

31 

地域の活動で目立つのはイベントです。防災は自
助努力となっているコロナ禍では、群れる事が重
要な問題です。何をするにもついて回ります。ま
た、実行部隊として、町会、商店街、自治会、学
校、NPO 法人、PTA などがあります。福祉、健
康はあんしんすこやかセンター、古着回収、募金、
日赤？は社会福祉協議会。役割分担はわかります
が、実際問題として、区民一人一人が参加すると
なるとハードルがかなり高いと思います。あらゆ
るチャンネルを駆使して身近な存在であるための
方策はないでしょうか？ 

地域のために何かしたいと感じた時に、地域情報
をまとめて知ることができる情報発信のあり方を
検討する必要があると考えている。敷居が低く、
できる範囲で地域社会に関われる方法を検討して
いく。 

32 

職住近接、コロナ化でのテレワークなど、日中に
はこれまでいなかった人材が地域に多くいると感
じます。このような新たな人材とつながり連携で
きる仕組みのヒントが地域に増えつつある、「地域
住民で作るコワーキングスペース」にあるのでは
ないか。 

コロナ禍で地域活動の衰退の危機感がある中で、
これまで交流のなかった活動や人材などがつなが
る１つの形態として、コワーキングスペースがあ
ると考える。そのスペース自体が地域コミュニテ
ィの小さな拠点として、区内に多くでき、既存の
地域活動と連携することで相乗効果が期待され
る。 

33 

一昨年の台風による洪水被害や、将来的に起こる
とされている首都直下地震のことから、防災の面
に不安があるのですが、そういったものに対する
政策はお考えではないのでしょうか 

阪神淡路大震災や東日本大震災の経験を踏まえ、
地区防災力の強化として、各地区では防災訓練、
防災塾の開催、避難所運営訓練などに取り組んで
いる。また、地区住民の方が中心となって地区防
災計画を策定した。一昨年の台風第１９号の被害
を踏まえ、避難所開設や職員体制などの見直しを
行っている。 

34 

28 番目の地区玉川に住んでいます。子どもたち
がたくさん住んでいます。図書の貸し出しカウン
ターはありますが図書を楽しむ場所がありませ
ん。かと思えば何時行っても殆ど人が居ない図書
館もあります。コミュニティ形成には中心になる
場所がとても大切です。より多くの人々を繋ぐこ
とが出来る理念と共にそれを実現できる場所づく
り人材発掘が何よりも大切です。 

まちに何が必要なのか、まちづくりセンターに声
をいただき、まちと行政が一緒に考える取り組み
を進めていく。地区には様々な公共施設があり、
多くの方たちが活動している。地域行政制度の発
足当時から区民センターを運営協議会で運営し、
祭りやイベントに取り組んでいる歴史がある。公
共施設を活用しながら、多くの方々が繋がる取り
組みを進めていく。 

35 
費用対効果の記述が有りませんが個々の施策及び
全体についてどう数値化して行くつもりでしょう
か。 

地区のまちづくり計画や地域経営計画を策定して
いくことを想定し、それらの進捗や成果がわかる
ようなしくみを検討していく。 

36 
区のHPを見ている人が2割？ どんな調査をし
たのでしょうか。 

町会・自治会が個別のホームページを立ち上げて
いる割合が約２割ということを説明した。 

37 

先ずはこのような説明を家にいながら聞くことが
できた事に感謝。 

多くの方にお申込みをいただき感謝している。こ
のような機会を通して、より多くの方に区政を知
っていただき、またご意見を伺っていくことが大
切だと考えている。 

38 
オンラインでの本説明会の区民参加者数は、どの
くらいになりましたか 

9０名の参加をいただいた。 

39 

質問はテーマを絞ってください。全体では視点が
ボケてしまいます。zoom で行う意味をかんがえ
ましょう。ならば、事前に質問状を提出させれば
すむだけのはなし。 

地域活動が活発になるよう地区の活動や人材が
「つながる」こと、住民自治が高まるよう多様な
区民や団体が自由に参加し「話し合う機会」をつ
くることについてご意見を伺いたい。 
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第 2回【3月 6日（土）】 
 

No 質問原文（誤字等一部修正） 回答要旨および区の考え方 

40 

3 (仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案）④ 
●区民参加と区民主体のまちづくりの<区の役割
＞１．地域コミュニティの多様性・自主性などの
尊重とあるが、多様性について具体的にお伺いし
たい。 

地域コミュニティは行政がつくるものではなく、
人と人との交流や地域との繋がりから生まれるも
のである。地域の皆さんの様々な取り組みを尊重
しながら、行政を進めていく意味合いで、「多様性」
と記載している。 

41 

条例化することで、組織全体で推進する機運が高
まりますし、審議会から専門的な審議も得られる
と思います。一方で、今後計画を作ることで示さ
れるとは思いますが、条例を作ることで今とどう
変わるのかを分かりやすく具体的に提示しない
と、区民の方々は理解が進まないと思います。今
時点で典型的な事例を示していただけますか。 

例えば、地区において今後のまちの将来像を考え、
多様な活動をつなぐ機会や地区の課題を話し合う
機会を増やしていき、実現に向け総合支所が本庁
とも連携して支援することを強化していく。条例
に基づく計画については、今後具体策の検討を進
め、検討状況については区民説明会や区民意見募
集の実施し、ご意見をいただきたいと考えている。 

42 

まちづくりセンターの職員育成が重要だと思う
が、どのような人材育成プランを考えています
か？ 

まちづくりセンターは区民の皆さんに一番身近な
行政拠点である。福祉の相談窓口を開設して、あ
んしんすこやかセンターと社会福祉協議協議会と
の三者により、身近な困り事や相談をお受けする
重要な機能になっている。身近な困り事というの
は、福祉の問題に繋がることが多い。行政のデジ
タル化により、人員を削減することができるなら
ば、まちづくりセンターの人員体制を強化したい
と考えている。その際には福祉的な素養を研修等
でしっかりと学んだ職員を配置していくことを考
えている。 

43 

今回の条例案では各まちづくりセンターに現状よ
り機能と役割が増える印象がありますが、責任感
を持ち、コーディネートするノウハウを有した人
材が必要かと思います。区職員の育成も重要とは
思いますが、今後、区職員以外にも民間企業出身
者など、他分野の人材を確保していく予定はあり
ますでしょうか？ 

まちづくりを進めるうえで、職員のコーディネー
ト力は今まで以上に求められると考えており、職
員の人材育成は今回の検討の大きな柱として掲げ
ている。まちづくりセンター職員だけでなく、民
間企業のまちづくりに生かせる経験やノウハウを
お持ちの方を、区の事業や地域のイベント等への
参加に繋げ、一緒にまちづくり取り組んでいただ
けるよう今後検討していきたい。 

44 

資料に「情報提供・交流の場創設」とありますが、
これはまちづくりセンターがそれを担うというこ
とでしょうか？それとも新たにそういった場を創
るということでしょうか？ 

新たな場を創設することを考えている。その運営
をまちづくりセンターが担うことが考えられる
が、区職員だけでなく地区の多くの方々が関わる
形で運営したいイメージがある。今後、まちづく
りを進めていくためには、多くの団体が繋がり、
相乗効果を高めていくことが重要で、この場によ
って、人材交流やノウハウや情報の共有、事業の
連携を進めていくことを考えている。砧地域の「ご
近所フォーラム」のような既存の取り組みも参考
にしながら検討していく。 

45 
スライド 7 「活気ある地区を目指して」の先に
「多様な人材」とありますが、多様な人材を育成
するという意味でしょうか？ 

地域コミュニティの醸成や活気ある地区を目指す
ためには、多様な人材がつながることが重要だと
考えている。まちづくりセンターが中心となり、
様々な活動や人材をつなげていく取組みを展開し
ていきたい。これからの地域を担う特に若い世代
やアクティブシニアへのアプローチ。また、児童
館など子どもに関連した事業と地域活動をつなぐ
など、具体的な手法を今後検討していく。 

46 

多様な人材を集める、という意味でしょうか？集
めるのであればどのように集めるのでしょうか？
それもこれから検討でしょうか？ 
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47 

区役所の中の事はわからないのですが、とにかく
身近な所に区役所の窓口があること、そこに行け
ば区役所関係は何でも出来る、相談にのって頂け
る、いざとなったら頼れる、この事がとても大事
だと思います。以前の出張所は、印象としてはこ
のようなものであったと思います。便利になると
いうことは歓迎したいのですが、それと引き換え
に、複雑になります、遠くに行って下さい。と言う
のは、役所としてはやってはいけない事だと思い
ます。 

身近な行政拠点で区民の方々の相談や困りごとに
対応することは非常に大切な視点である。複合的
な相談や時間をかけて対応させていただく業務
を、デジタル技術を活用して、まちづくりセンタ
ーの窓口で受けられる機能を目指したい。具体的
な取組みは今後検討していく。 

48 

主人が亡くなったとき、様々な手続きがあり、心
身沈んでいました。動くのがやっとの中、何回も
遠くの区役所に行かなければなりませんでした。
近くにあるまちづくりセンターで、区役所と同じ
手続きができたらと思いました。 

行政手続きのデジタル化により、映像システムを
活用することで、本庁や総合支所での手続きや相
談がまちづくりセンターで取り扱うことも考えら
れるため検討していく。 

49 

引きこもりの家族の件で近くのまちづくりセンタ
ーに行きました。実家の近くのまちづくりセンタ
ーに相談に行くように言われました。土曜日だっ
たのでまちづくりセンターはお休みでした。あん
しんすこやかセンターに相談したところ、健康づ
くり課に相談するよう言われました。あんしんす
こやかセンターで高齢者だけでなくいろいろな福
祉の相談に乗っていただきたい。 

現在、まちづくりセンターでは福祉の相談窓口を
あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会と連
携して開設している。あんしんすこやかセンター
での相談対象は高齢者に加え、障害者、子育て家
庭等に拡大し、個人に関する支援だけでなく、家
庭内の複合化した課題にも対応している。地区で
解決のできない課題については、健康づくり課な
どの専門の組織や機関に引継ぎを行い、支援に結
びつけている。 

50 

今日の説明を聞いて総合支所（三層構造の中間層）
の役割が重要だと感じました。現在、総合支所は
本庁やまちづくりセンターと連携して、どのよう
な取り組みをされているのでしょうか。 

【北沢地域】北沢地域では小田急線の連続立体交
差事業が行われており、鉄道の跡地整備について、
本庁の関係所管とともに総合支所の街づくり課が
連携して、意見交換や情報提供する場などの区民
参加による検討を進めてきた。そのなかで、ごみ
が増えてきた課題が分かり、まちづくりセンター
が町会や商店街の皆様と一緒にパトロールや啓発
活用に取り組んでいる。課題解決には時間がかか
るが、本庁の関係所管やまちづくりセンターとと
もに、今後の整備や課題解決に向けて取り組んで
いる。 

【砧地域】砧地域には交通不便地域が多く、特に
高齢の方が買い物に苦労されている。その情報を
まちづくりセンターが把握し、ボランティアによ
る買い物ツアーや、食品の移動販売を誘致する取
り組みを進めている。地区の課題を総合支所とし
て解決する方法は２つあると考えている。１つは
総合支所の権限を強化するために、本庁の機能を
総合支所に分散すること。もう１つは総合支所で
把握した課題を、本庁が解決することをある程度
義務づけること。行政は最小の経費で最大の効果
を上げる必要があるため、バランスを考えながら、
総合支所の権限を強化することは重要な視点だと
考えている。 
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51 

出張所はまちづくりセンターに吸収されて、その
名称は無くなるのでしょうか。例えば、用賀出張
所はどうなりますか。 

出張所では転入・転出の手続きや住民票の写しな
どの証明書の交付などの手続きをお受けしてい
る。現在、マイナンバーカードの普及により、窓口
での各種証明書の発行件数は少しずつ減少してい
る。映像システムにより、本庁や総合支所での手
続きがまちづくりセンターで取り扱える場合に、
対面での行政手続きの件数は減ってくる。行政手
続きのデジタル化を進めていくことを踏まえる
と、出張所の業務を縮小していくことが考えられ
る。用賀出張所の場合には、まちづくりセンター
を同じ建物内に設置しているため、例えば、出張
所の機能をまちづくりセンターに取り込むことも
考えられる。 

52 

出張所の機能が残るとすれば、名称として、区役
所、総合支所、まちづくりセンターと並んで、出張
所の位置づけを明確にしてもらいたいと思いま
す。ご提案の中では、出張所についてはほとんど
記述がないように思えます。 

条例を制定するにあたり、出張所の位置づけは総
合支所の機能の一部として考えている。今後、行
政手続きのデジタル化が進むことを見据えて、出
張所のあり方について、まちづくりセンターや総
合支所内のくみん窓口の機能とも併せて検討して
いく。 

53 

私はコロナ状況における区行政へのアクセスした
結果から、区長へのメール、電話、面談等は適切な
機能をしていないことを確認した。その主な原因
は、区の職員には、専門性に欠け、また、事実を把
握し現状の問題を解決する意欲、能力、使命感に
欠けていることにある。現在の区の相談センター
職員では問題は解決しない。区の職員には、現職
員を入れ替え、専門性と意欲、使命感を有する有
能な人間を採用することである。 

地域行政を進めていくうえで、職員の育成は大き
な課題だと考えている。そのため、条例骨子案に
は人材育成について規定している。職員からの提
案にも、まちづくりセンターの職員育成について
アイデアがあった。区の職員は、ゼネラリストを
育成するのがベースだが、コミュニティデザイン
やコーディネートなどの複線型で専門的な職員を
育てることも、検討する必要があると考えている。
特にまちづくりセンターでは、区民の皆さんの身
近な行政拠点として、多様な人材の活用方法を検
討していく必要があると考えている。 

54 

区議会議員の役割は含めないのですか？ この条例では区民主体のまちづくりにおける区民
と区の役割を規定することを考えている。区政を
進める上で議会と区は車の両輪であり、議会との
議論は極めて重要であることから区議会には地域
行政に関する特別委員会が設置されている。議会
や区民の皆さんとの議論を積み重ねて、条例を磨
き上げていく。 

55 

町会、自治会の活動に疑問を感じています。高齢
化していて、決まった人が活動をしている事で、
新しい人の参加を拒むような雰囲気があります。
そもそも町会費を徴収して運営している自治組
織・・が形骸化しています。町会は全員加入なの
か、任意加入なのか、会費の支払いを拒否する人、
徴収できないケースもあります。それでいて、ま
ちづくりセンターからの回覧などは、町会が配布
することが当然の仕事となっているようです。町
会という組織は、区の行政の何処に位置づいてい
るのでしょうか？若い人が参加しにくい組織を見
直してほしいと思います。 

町会・自治会は、全ての住民に開かれた自主的な
団体であり、地縁に基づく任意の団体のため、加
入は強制ではない。高齢化や核家族化が進む中、
地域の方々が協力して快適で安全・安心なまちづ
くりに向けて取り組んでいる。 

56 

町会の皆様には回覧、掲示板で情報提供していま
すが、必ずしも満足な結果を得ているとは思われ
ません。SNSを利用してタイムリーに情報提供を
したいが単一町会では限界があります。まちづく
りセンターにこれを援助する態勢があればありが
たいです。（人材と設備が必要と思います） 

SNS を活用する際には利用できない方への対応
を考えていく必要がある。民間事業者による支援
の実例もあるため、区だけでなく、民間事業者と
の連携による支援の体制も検討する必要があると
考えている。現状の町会回覧は町会の皆さんの負
担になっているため、そういう面も含めて見直し
を図るための検討を進めていく。 
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57 

地域コミュニティを深めるためには、住民の皆様
の町会加入が不可欠と思います。区として今後、
加入率を高めるためにどのように考えているか。 

転入された方へ「ようこそ世田谷へ」という冊子
をお配りし、町会・自治会をはじめ地域の自主活
動の紹介をしている。今後、お住いになる地区の
身近な情報を紙媒体だけでなく多様な方法・媒体
で積極的にお知らせするなど町会の方々のご意見
も伺い、方策を検討していく。 

58 

町会への加盟率が低下傾向にあるなかで、町会経
由のサービス提供と、直接のサービスに差が出る
可能性もあり、現状の様に区の業務の出先機能も
負っている状況では様々な葛藤を抱えています。
こうしたサービス格差についての区側はどのよう
に認識され、どのように解消しようと考えておら
れるでしょうか。 

昨年度実施した全２８地区での車座集会では、区
からの各種依頼（募金や選挙の立ち合い、国勢調
査など）の負担の声を多くいただいた。地区ごと
に状況は異なるが、見直しが必要と考えている。
地区の中で様々な課題を町会だけが背負うのでは
なく、地区・地域の皆さんと一緒に解決に取り組
む力を強化していく。 

59 

区民が自分の「まちを知り、まちに愛着を持ち」と
ありますのはその通りだと思います。問題は、ど
うすれば区民がそのような気持ちになるかでしょ
う。その本質は「楽しさ」にあるのではないでしょ
うか。今回の条例原案に求められるのは、そのよ
うな楽しさをどのように取り込むかではないでし
ょうか。例えば、私の地域では「旧大山街道」が走
っています。また、次太夫堀（六郷用水）も走って
います。歴史を訪ねるというようなプログラムを
通じて区民の中で関心を持つ方々の参加を慫慂し
て、徐々に仲間意識を醸成して、まちづくりに繋
げていくことはできないでしょうか。古代ローマ
において皇帝が務めた「楽しさ」を市民に感じさ
せるという試みをどう含めるかではないでしょう
か。 

自治体に住民の皆さんが求める機能は非常に多く
なっているが、それに合わせて職員を増員するの
は難しい。例えば、孤独の問題に対して、職員だけ
でなく、まちづくりセンターを中心としたネット
ワークのなかで繋がりや場を発見できるような、
自治の力で地域を運営していく姿を目指していき
たい。区民センターに運営協議会を設置して、イ
ベントの企画から運営のあり方まで決めていく取
り組みが長年続いている。このような取り組みで、
地区の運営や防災、コミュニティ等について区民
の皆さん自身が決めていく形を歩みだしたい。 

60 

区政に区民からの意見や提案が出た場合、その意
見の区政への反映や回答はどのようになるのでし
ょうか？ これまではパブコメ等でも血の通った
回答はほとんど見られなかったように思います。
せっかく区政参加しても区の対応で、その後の参
加をやめてしまうことも考えられます。区の職員
全体で協働の精神が行きわたり、対応することが
求められると思います。区民との意見のやり取り
ができる仕組み構築を考えているのでしょうか？ 
地区レベルから本庁レベルまで必要と考えます。 

意見や提案は区民の声として受け止め、所管課に
おいて、施策や事務改善等の参考にしている。今
後、地区での住民の方々による話し合いの場づく
りや、総合支所レベルでの重要施策や計画に関し
てご意見を伺うしくみなど、地域の住民意思を的
確に反映するためのしくみを創設し、地域の実態
に即したまちづくりを推進していくことを検討す
る。 

61 

スライドにあったバス停の改善のような、区民の
生活の中の具体的な問題を提起し、また解決に携
わることはどこでできますか。目安箱のような分
かりやすいものがないのが問題だと思います。 

鉄道の連続立体化事業や大きな開発の際に、地区・
地域の方々が集まり、まちの環境の方向性を議論
する協議会を立ち上げ、地区計画を作ってきた歴
史がある。この取り組みは、引き続き強化してい
きたいが、地区単位での様々な困りごとを改善し
ていくチャンネルを作っていきたい。まちづくり
センターで困りごとを受け止め、総合支所と本庁
との連携のもとに改善していく体制を作っていき
たいと考えている。 
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62 

コロナ禍における地域の活動は多くの制限を受け
ています。今後、担い手の発掘とコミュニケーシ
ョンの取り方が重要な課題です。今ある実行部隊
の組織も高齢化を迎え、後継者不足に悩んでいま
す。誰でも参加し易い環境をどう構築できます
か？ 

コロナウイルスの影響で、外出ができない状況が
続いており、この状況が続くと孤立の問題に繋が
っていくことが考えられる。町会・自治会等の活
動団体の後継者や人材の不足は、車座集会の中で
も、多くの地区でお話をいただいた。今回の条例
に基づく地域行政改革のなかで、様々な活動や人
材をつなげていく取り組みを強化し、まちづくり
センターを中心に展開していきたいと考えてい
る。地域の活動範囲は、行政区域と一致せず、学校
や趣味などの様々な繋がりがある。まちづくりセ
ンターが様々な活動を把握し、繋ぐ機会づくりを
して、活動が広がっていければと考えている。
SNSの活用も、一つの手法だと考えている。 

63 

職員からのアイデアにありました「タブレット回
覧板」や「地域 SNS」、「活動へのちょこっと参加」
は面白い試みだと思いました。これを実施するこ
とはすでに決定されていますか。それとも実施の
可否について、今後検討されるのでしょうか。 

ご紹介したアイデアは、職員が検討した結果を取
りまとめたものであるため、実施の可否について
は今後検討していく。 

64 

テレワーク、DXの時代に、区へのデジタル、電子
的なコミュニケーションが必須であるのに、区へ
のメールは、区長のみという現状は、住民との間
のパイプ、連絡機能が不全であり、現状の区長へ
のメールの回答は、大部分具体的な回答になって
いないので、区民は窒息状態にある。大至急改善
することである。 

今後、DXの推進の取り組みを進めるなかで、内容
を迅速に把握し、回答ができるように改善を図っ
ていけるのではないかと考えている。 

65 

地域行政を推進するには、窓口にはロボットや端
末を置くだけでなく、遠隔で住民対応をすること、
さらに、区民ひとりひとりと区職員、区の各部門
とは ICT 活用、DX 化、電子化されたネットワー
クにより直接つなぎ、そのなかで、クラウド、AI
を使ってグループ化、組織化して、区民一人ひと
りを繋ぐ効率的な ICTシステムを構築し、危機管
理、業務改善に努めることである。 

・現在、区では DX の推進の取り組みを始めてお
り、行政サービス・参加と協働・区役所の３つの
観点の再構築をテーマとしている。デジタル化
を進めることで資源を省略しながら、行政手続
きや専門性的な相談を受けることが可能にな
る。住民参加の面でも、今まで繋がらなかった方
とも、時間や移動の制約が少なく繋がっていけ
る。今後、区民と区がデジタルで繋がることを考
えたときに、危機管理等の分野でも可能性を秘
めているため、区民の皆様のご意見を伺いなが
ら、具体的に検討を進めたい。 

・多くの区民の方はスマートフォン等の ICT機器
を持っている。若い世代のコミュニケーション
ツールになっている SNSと町会・自治会活動が
繋がっていない問題は地域行政を検討する委員
会でも議論があった。これからの地域づくりの
なかで、地域の活動やボランティア活動等を若
い世代にも広げていくために SNS を活用して
いく。 

66 

スライド８ページに、縦割りではない総合的な行
政サービスとあります。教育委員会も入っていま
すか？ 図書館は知の拠点であり、地域に密着し
ています。とても重要な地域の人をつなげる重要
な場所となると考えます。図書館の活用も具体的
に入れてほしいと思います。 

第二次世田谷区立図書館ビジョンでは、図書館は、
「知と学びと文化の情報拠点」として、本への親
しみや学習意欲に応えるほか、読書や地域文化の
情報収集と発信を通じて区の魅力を見出し、それ
らの活動や文化の担い手となるコミュニティの醸
成にもつながる場所、地域に開かれた知的な居場
所を目指すとしている。地域コミュニティの醸成
を促進する観点から図書館も意識して検討を進め
たい。 
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67 

行政区域と生活区域のズレがあり、地区の割り振
りの見直しが必要な地区があるかと思います。ま
ちの活性化には必要なことかと存じますが、検討
していただく予定はありますか。 

現在、区では行政区域や学区域、警察・消防の区域
などの様々な区域が相違しているため、見直しを
図ることは非常に難しい課題であるが、地域行政
を進めるうえでの重要な課題として認識してい
る。 

68 

健康寿命延伸として介護医療費削減に繋がる健康
スポーツの中で特に継続性があり、友達・仲間作
りが出来る健康スポーツは世田谷区としてどのス
ポーツに力を入れていきますか？（散歩以外） 

区では、区民の皆さんが、生涯にわたって健やか
で豊かな生活を送ることができるよう、それぞれ
の体力や年齢、目的に応じて、スポーツに親しむ
ことができる生涯スポーツ社会の実現を目指して
いる。そのためには、日常生活の中に無理なくス
ポーツが取り入れられていることが重要であり、
仕事で忙しい人でも身近な場所で気軽にウォーキ
ングやランニング等の運動ができるような環境の
整備、子育て中の人が親子で参加できる事業や託
児サービス付き事業の実施、中高年世代の人が健
康・体力を保持増進するための事業の実施、障害
のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レク
リエーションなど、より多くの区民にとってスポ
ーツがさらに身近なものとなるよう、年代や性別、
ライフスタイルに応じたスポーツ施策を展開して
いく。 

69 
身近にある地区会館や廃止の決まったふじみ荘の
活用はどう考えていますか？ 

公共施設を活用しながら、多くの方々が様々な活
動を楽しみ、またふれあい・繋がる取り組みを行
政として支援していく。 

70 
アイデア１、２の資料は頂けないのでしょうか？ ホームページに掲載する。 
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(仮称)世田谷区地域行政推進条例制定に向けて 

 

１ 条例制定の主旨 

（１）条例の必要性 

町会自治会をはじめ、身近なまちづくり推進協議会やごみ減量・リサイクル推

進委員会、青少年地区委員会など、住民の方々が主体となって様々な地区での取

り組みを行っていただいています。 

一方、高齢化の進展や一人暮らしの高齢者の増加、働き方の変化、またコロナ

禍による地域コミュニティの希薄化が進むなか、地域活動の担い手不足や災害が

発生した場合の助け合い活動など、地域での支え合いが維持できるか不安である

という声も多く伺っています。 

このため、地域コミュニティの醸成や参加と協働によるまちづくりが大切であ

ることを区民の方々と共有し、まちづくりセンターや総合支所による身近な行政

のあり方をあらためて整理・見直して、ともに地域を良くしていく取り組みを推

進していくための方針・基盤となる条例として制定し、区の様々な計画づくりや

施策においてより住民参加を基本とした区の姿勢を明確にしていきます。 

（２）地域行政の理念 

地域に密着した総合的な行政サービスと、地域の実態に即したまちづくりを展

開するとともに、区政への住民参加の促進を図る。 

（３）条例化による目標 

①地域コミュニティの促進を図り、地域課題の解決に向け、様々な区民が地域の

担い手として一層かかわっていくことができる。 

②まちづくりセンター、総合支所および本庁の役割を活かし、区民の意思を的確

に施策に反映することができる。 

 

２ 条例により目指すこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区での課題・困りごとの解決、地区でやりたい新しい取り組み等を、様々な区民が担

い手として一層かかわり、総合支所や本庁とも連携して実現したいと考えています。 

 

条例で定める主なこと 

〇区民と区の役割を定めます。 

〇「まちづくりセンター」「総合支所」「本庁」

の役割や住民参加の機会づくりを進めるこ

とを定めます。 

〇よりきめ細やかな行政サービスの実施や情

報技術を活用した窓口業務などを進めるこ

とを定めます。 

〇まちづくりに関する職員育成を進めます。 

目指すこと 

〇地域コミュニティを大切に、より多様な

活動がつながるようにします。 

〇多世代、多様な区民のご意見を区政によ

り反映できるようにします。 

〇地区の課題解決に向けて、総合支所や本

庁の支援を強化します。 

〇より身近な窓口で相談や手続きのサービ

スを充実させます。 

資料３ 
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３ 地区での課題・困りごとの解決、地区でやりたい新しい取り組み等を実現するために 

 例１)災害時、町会・自治会では 

    ①防災区民組織(町会・自治会)の活動 一時集合所でのリーダー 

    ②避難所運営  

    ③避難行動要支援者の安否確認 

   など、多くの役割を担っていただくことになっており、防災塾や避難所運営訓

練などに取り組んでいただいています。 

    

→町会・自治会以外にも担い手が必要  

商店街、ＰＴＡやおやじの会、日赤、民生委員・児童委員、学生などが関わ

り、役割分担していても・・ 

 

 

      

 

  

     

                        

 

 

 

 

 

例２)買い物困難地区では 

  ①日用品を購入できる商店が少ない 

②周辺の駅まで出かけることができない 

③周辺駅への公共交通機関がない 

など、特に高齢者が不便・不安に思っています。 

 

 →まちづくりセンター あんしんすこやかセンター 地区社会福祉協議会事務局

の三者連携を中心に、町会・自治会や民生委員・児童委員で検討をはじめたところ、 

 

       

 

 

 

 

まちづくりセンターを中心に、(地区防災計画をベースに)町会・自治会

や関係する団体・機関と話し合い、まちに関心を持つ人、活動に参加し

支える人を増やすための取り組みを進めます。 

例えば①大学や企業への働きかけ 

   ②ＳＮＳを活用した情報発信 

実現に向け、総合支所や本庁がバックアップします。 

※地区情報連絡会、防災塾、地区区民防災会議 

もっと多くの方に関わってもらいたい 

担い手や協力者を増やすために 

多くの協力者を求めたい 
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４ まちづくりへの機会を増やすための交流・連携・話し合いの場づくり 

○区民や多様な団体が自由に参加できる場 

○人材交流、活動の横つなぎ・組み合わせが進む場 

○まちの将来像、身近な課題を話し合う場 

○パソコンやスマートフォンなどでインターネットを活用して離れた場所から

でも集える場 

   

※地区情報連絡会や防災塾、見守りネットワーク推進会議、身近なまちづくり推進

協議会、ごみ減量・リサイクル推進委員会など、現在ある会議体も活用しながら、

地区の実態を踏まえた機会や場の活用を進めます。 

 

５ まちづくりセンター窓口の拡充 

  国の行政デジタル化の推進に向けた方針のもと、地方自治体での各種手続きの電

子申請を進めるとともに、映像システム等も活用した相談業務の充実を図り、将来

的に自宅やスマートフォンなどモバイル機器を利用した申請・届出・相談のしくみ

を検討し、実現していきます。 

 一方、各種の問い合わせへの対応や担当所管課に確実につなぐ窓口の拡充、活動

フロアー等の活用促進、また、本庁に行かなければならなかった相談や手続きにつ

いて、最寄りのまちづくりセンターで職員の支援も得ながら行うことができる窓口

サービスのしくみを検討していきます。 

 

 

三者と町会・自治会や関係する団体・機関と話し合い、買い物ツアーの実

施、移動販売車による定期的販売、配達してくれる商店マップ作成など事業

を企画し、協力者増やすための取り組みを進めます。 

例えば①協力事業者を探す 

   ②実施会場を探す 

   ③マップ編集者を探す 

実現に向け、総合支所や本庁がバックアップします。 

※地区情報連絡会 

多くの協力者を求めるために 
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（仮称）世田谷区地域行政推進条例（骨子案） 

 

前文 

地域行政の背景、あゆみ・成果、自治権拡充などを内容とする。 

 

第１ 総則 

１ 条例の目的 

区政運営の基盤である地域行政について、その理念、推進体制その他の基

本的事項を定めることで、地域行政による区民主体のまちづくりを推進し、

もって、区民自治の実現に寄与することを目的とする。 

 

２ 定義 

条例で用いる語句の定義規定を設ける。 

① 地域行政…地方公共団体としての一体性を保ちながら、区民自治の実

現に資するため、区内を複数の区域に区分し、それらの区域ごとに行政

拠点を設け、これらを中核として、まちづくりを推進し、及び総合的な

行政サービスを提供する仕組み 

② 区民…区内に住所を有し、通勤し、又は通学する者及び区内に主たる

活動拠点を有する法人その他の団体 

③ まちづくり…社会的課題の解決を図り、より暮らしやすいまちをつく

るための取組み 

④ 区民参加…区民が自己の意思を区の施策に反映させるために意見を

述べ、又は提案すること 

⑤ 協働…区民と区が社会的課題の解決に向け、目的を共有し、それぞれ

の果たすべき役割と責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重

しながら協力し、又は補完すること 

⑥ 地域コミュニティ…日々の生活の営み又はコミュニケーションを通

じて形成される地域の人々のつながり 

 

３ 基本理念等 

⑴ 区は、地域に密着した総合的な行政サービス（窓口サービス、福祉サー

ビスその他の区が提供するサービスをいう。以下同じ。）と地域の実態に

即したまちづくりを展開するとともに区民参加の促進を図る。 

⑵ 区及び区民は、地域コミュニティの促進を図り、暮らしていて良かった

と感じるまちを目指し、町会・自治会をはじめ、商店街、コミュニティ組

織、ＮＰＯ、事業者等、多様な主体が地域課題の解決を図り、様々な区民

参考資料１ 
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が地域の担い手として一層かかわっていく地域社会を目指す。 

⑶ 区は、地域社会の変化に対応した施策を迅速かつ効果的に推進するため、

まちづくりセンター、総合支所及び本庁の役割や機能を活かし、「地域」・

「地区」の区民の意思を的確に施策に反映することができる地域内分権を

進める。 

 

４ 区域区分 

⑴ 区は、区民の身近なところで、区民参加と協働のもと、区民の意見を尊

重したきめ細やかな行政運営を図るとともに、地域に密着した行政サービ

スを区民に提供するため、区の区域を適正な規模の「地域」に区分し、各

「地域」に中核的な拠点となる区の行政機関（総合支所）を設置する。 

⑵ 「地域」の区域を適正な規模の「地区」に区分し、各「地区」に区民主

体のまちづくりを支援する行政機関（まちづくりセンター）を設置する。 

 

第２ 区民参加と区民主体のまちづくり 

１ 区民の役割 

⑴ 区民は、区政に関する情報を得て、自己の意思を区の施策に反映させる

ために意見を述べ、提案することができる。 

⑵ 区民は、自らの意思により地域コミュニティを形成し、又は地域コミュ

ニティに参加することができる。 

⑶ 区民は、区民自治の主体として地域課題に向き合い、区民の創意による

まちづくりを担うよう努める。 

⑷ 区民は、地域コミュニティを尊重し、自らの活動の目的や内容を他の区

民に知らせるとともに、他の区民の活動と連携・協力するよう努める。 

 

２ 区の役割 

⑴ 区は、地域コミュニティの多様性、自主性、主体性を尊重する。 

⑵ 区は、区民が「地域」・「地区」におけるまちづくりに主体的に取り組め

るよう、区政に関する情報の公開と提供を図り、情報の共有に努める。 

⑶ 区は、「地域」・「地区」の実情に応じて、多様な区民参加の機会を設け

るよう努める。 

⑷ 区は、「地域」・「地区」において、地域課題を区民主体の取組みにより

解決するため、区民相互に情報を共有し、協議する機会を設けるよう努め

る。 

⑸ 区は、多様な主体と「地域」・「地区」のまちづくりの目標を共有し、役

割分担及び相互の協力のもと、相乗効果を高めながら「地域」・「地区」に
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おけるまちづくりの推進に努める。 

⑹ 区は、活動の場の確保、人材交流、情報発信、専門的な助言、財政的援

助その他の地域コミュニティの活動に必要な支援に努める。 

 

第３ 総合的な行政サービス 

１ 区は、基本理念の実現に向け、「地域」・「地区」の特性や実情を踏まえた

施策を効果的に実施するとともに、区民の地域活動の促進及び区民の利便

性の向上が図られるよう、区民により身近な行政機関において総合的に行

政サービスを実施するよう努める。 

２ １の実施においては、区は、区民への区政に関する情報提供に努めるとと

もに、「地域」・「地区」における多様な区民参加の機会を捉え、多世代、多

様な区民の意思を区政に反映するよう努める。 

３ 区は、総合的な行政サービスの実施においては、組織、人員、経費等を最

小限に抑えるとともに、情報技術の進展を行政サービスの向上につなげる

よう努める。 

 

第４ 推進体制等 

１ 各行政組織の役割 

１）まちづくりセンター 

まちづくりセンターは、区民のより身近なところで、地域コミュニティ

を醸成し、区民とともにまちづくりを推進するための組織とし、主として、

次の役割を担う。 

① 区民とともに、「地区」の実情及び課題を把握し、「地区」のまちづく

りの方針を作成すること。 

② 「地区」における地域コミュニティの醸成、啓発及び普及を推進する

ため、「地区」の情報を収集し、区民に発信・周知すること。 

③ 「地区」の特性を活かした持続可能なまちづくりを推進するため、「地

区」における区民参加の機会づくりを支援し、活動団体間の情報交換及

び連携を促進すること。 

④ 区民の身近な相談や手続に対応する窓口サービス、または、窓口サー

ビスの支援を実施すること。 

⑤ 社会資源を活用した区民主体のまちづくり（「地区」における福祉や

災害対策など）を支援すること。 

２）総合支所 

総合支所は、「地域」の課題を解決するために、「地域」のまちづくりの

仕組みを構想・整備するとともに、「地域」性を重視したきめ細やかな行
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政サービスを総合的に提供するための組織とし、主として、次の役割を担

う。 

① 「地区」のまちづくりの方針を踏まえ、区民とともに地域経営の方針

を策定し、「地域」の特性や実情に応じた効率的な行政運営を実施する

こと。 

② 「地域」内において区が実施する行政サービスについて、「地域」内、

他の「地域」及び本庁と組織横断的な調整を行うこと。 

③ 区民に身近な行政サービス（「地域」で実施する防災、地域福祉、街

づくりなど）を区民ニーズに応じて適切にかつ包括的に実施すること。 

④ 「地域」の情報を区民に提供するとともに、区政運営及び地域課題に

ついて意見交換をする機会を提供し、区民参加を推進すること。 

⑤ 「地域」・「地区」における区民参加と協働によるまちづくりの支援の

仕組みを整え、かつ、推進すること。 

出張所 

出張所の主な役割は、次のとおりとする。 

① 窓口サービス（住民基本台帳、特別区民税・都民税、健康保険等、法

令または条例等に基づく受付、申請・届出、登録、交付、収納など）を

実施すること。 

② 身近な区政に関する情報を提供すること。 

３）本庁 

本庁の主な役割は、次のとおりとする。 

① 区の一体性を担保するため、区政運営の基本方針、施策の実施に当た

っての統一的基準を定め、「地域」間の調整を図ること。 

② 「地域」における区民参加で得られた意見を尊重し、区の統一的な施

策に反映すること。 

③ 区の行政サービスのうち、高度に専門性を有するもの、「地域」の自

主性を認めることが著しく効率性を欠くこととなるものその他の統一

的な処理が強く要請されるものを実施すること。 

４）事務の分掌 

１）から３）までに記した役割を踏まえ、区長は、その権限に属する事

務を、まちづくりセンター、総合支所等及び本庁にそれぞれ分掌させる。 

 

２ 地域行政推進計画等 

⑴ 地域行政推進計画 

区長は、区民参加のもと、地域行政推進計画（地域行政の推進に関する

施策についての基本的な計画）を策定する。策定に当たっては、後述の地
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域行政審議会の意見を聴く。 

⑵ 実施状況の公表 

区長は、地域行政推進計画に基づく地域行政の推進に関する施策の実施

状況を取りまとめ、毎年１回、公表する。 

 

３ 地域行政審議会 

⑴ 地域行政を総合的・計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するた

め、区長の附属機関として地域行政審議会を設置する。 

⑵ 地域行政審議会は、区長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。 

① 地域行政推進計画に関する事項 

② 地域行政の推進に関する施策についての基本方針に関する事項 

③ ①②のほか、地域行政の推進に係る基本的な事項 

⑶ 地域行政審議会は、区民及び学識経験者のうちから、区長が委嘱する委

員１５人以内をもって組織する。 

⑷ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げないこととする。ただし、補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

⑸ 専門的事項を調査審議するため又は調査審議を効率的に行うため、地域

行政審議会に、部会を置くことができる。 

 

４ 人材育成 

区長は、「地域」・「地区」における区民主体のまちづくりを支援するため

に、まちを知り、まちに愛着を持ち、区民とともにまちづくりに取り組む意

欲とまちづくりの専門的知見を持った職員の育成に努める。 
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１ まちづくりセンター 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 １）まちづくりセンター】 

＜考え方＞  

昭和２２年に設置した 22 か所の出張所に始まり、平成 3 年の地域行政制度発足時 26 か所（他１分室）、

平成 17 年の出張所見直しによる出張所とまちづくり出張所の役割分担による分離を経て、現在、２８か所の

まちづくりセンターでは、区民主体による地区のまちづくり支援や地区防災力の強化に向けた取り組み等を

行っています。また、平成２８年から、地域包括ケアの地区展開による福祉の相談窓口を全地区に開設し、

あんしんすこやかセンターや社会福祉協議会との三者連携による相談事業を実施し、参加と協働による地

域づくりの活動として高齢者等の買い物支援、男性の地域参加など実践的な取組みを進めています。 

その一方で、高齢化の進展や働き方の変化、また、コロナ禍にあって、人と人の交流や、地域で互いに支

える力も弱くなってきており、地域コミュニティの再興に向けた取り組みが重要です。 

このため、町会・自治会やＮＰＯ、民間事業者などこれまで以上に地区・地域の多様な関係者のネットワ

ークを広げ、個々の活動のマッチングを進め、重層的なつながりと協力関係のもとに地区まちづくりを進めて

いかなければなりません。 

生活圏に最も身近な「まちづくりセンター」は、区民主体の自立した地域コミュニティの促進に向け、地域

の様々な情報を把握・発信し、区民との情報共有を図り、活動の支援・交流の機会づくりを進め、区民ととも

にわがまちをつくっていく取り組みを進めていきます。 

 

(1)地区の将来像と課題の明確化 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 １）まちづくりセンター ①】 

＜考え方＞ 

現行の基本計画には、地区におけるまちづくり活動の目標として「地区ビジョン」を掲げていますが、総

合支所としての「地域計画」や全庁的な重点政策・分野別政策の策定プロセスにおいて地区ビジョンの扱

いが必ずしも明確ではありません。 

区の施策は、区民生活に直結することから、地区の特性や実情を踏まえることが不可欠であり、区民参

加により区民とともに将来像や課題を明確にして、地区としての取り組みにまとめたうえで、各種計画や施

策に反映させるしくみを整えます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○区民参加のもとに、まちの将来像を議論し、基本計画や実施計画と整合をとった地区のまちづくり計画

を策定します。 

〇地区のまちづくり計画は、保健福祉や街づくりに関する分野も視野に入れた計画とすることを目指しま

す。 

○地区のまちづくり計画を策定するうえで、地区アセスメントを実施することが不可欠です。現在の地区ア

セスメントの対象を、コミュニティや住民活動、防災、子育て、街づくりなどにも広げ、地区の実態と課題

を横断的に見える化し、区民、事業者、関係機関で共有するしくみをつくります。 

 

(2)多様な活動(団体)の連携支援強化 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 １）まちづくりセンター 

⑤】 

＜考え方＞ 

区には、現在、１９５の町会・自治会、２８地区ごとの身近なまちづくり推進協議会、青少年地区委員会な

ど地域住民が主体となって防災・防犯や見守り、環境・緑化、青少年育成などボランタリーなまちづくり活動

が行われています。また、子育てや介護予防などを目的とした活動や文化・交流活動が実施されています。 

その一方で、少子高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化など地域社会の変化に伴い、町会・自治会

の加入率低下や地域の担い手不足、役員の高齢化が見受けられます。 

地域コミュニティを醸成し、区民主体のまちづくりを進めていくため、地域の魅力・文化の共有化や地域活

動・活動リーダーの交流・ネットワーク化、これまで交流のなかった活動間のマッチングなど地域の社会資源

をフルに活用した重層的な連携を進め、総合支所や本庁との連携のもとに、まちづくりセンターが地区の最

前線において関係機関と協力してまちづくり支援を進めていきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○選挙事務、国勢調査をはじめとした各種調査、募金活動、行政情報の回覧など行政機関から町会・自治

会等への各種依頼のあり方を見直し、必要な負担軽減を図ります。 

○地区の実情を踏まえ、身近なまちづくり推進協議会、ごみ減量・リサイクル推進委員会等協議組織の再整

理を支援します。 

○児童館の地区展開の状況を見据え、小中学校、おやじの会、子育て NPO など子どもに関する活動と地

域のつながりをより高める取り組みを進めます。 

○NPO等を対象とした提案型協働事業のさらなる推進を図ります。 

○アクティブシニアやプロボノなど経験やスキルを持つ区民や、有償ボランティア、ソーシャルビジネスとの

協働、大学等の教育活動との連携、区外からの通勤、通学者を含む多様な人びと（関係人口など）による

コミュニティへの参加促進など、より広い視点で地域のネットワークを広げます。 

○職住近接、在宅勤務者の増加、子育て世代や若者などに向けて、SNS を活用した情報発信など、ICT の

活用や官民連携による地域コミュニティの参加促進に向けた取組みを進めます。 

 

(3) 今後のまちづくりセンター窓口の役割 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 １）まちづくりセンタ

ー ④】 

＜考え方＞ 

まちづくりセンターにおいては、区政全般にわたる問い合わせの応対や担当所管の案内、まちづくり活動

の支援に関する窓口相談の役割等を担っています。また、住民票の写しや印鑑登録証明書、課税証明書

の取次ぎ交付、国民健康保険や介護保険などの保険証等の再交付、妊娠届の受理や母子健康手帳など

の交付のほか、区広報板利用受付、ごみ散乱防止ネットの助成などを行っています。 

まちづくりセンターは区民に最も身近な行政機関であり、区政情報や地区情報の身近な問い合わせ窓口

として、また、地区のまちづくりや災害対策の行政拠点として、行政が担うべき役割を整理し、その認知度を

高め、その機能を十分に活かしていきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○多様な活動間をつなぐコーディネート機能を強化するため、問合わせ対応、福祉の相談窓口とともに、活

動団体・活動人材の紹介や活動の場所・助成制度の相談等に重点を置いた窓口とします。 

○くみん窓口や出張所における転入手続きと連携して、まちづくりセンター窓口において、転入者への地区

情報の提供や地域コミュニティへの参加促進を図るための取り組みを進めます。 

○福祉の相談窓口で解決できない案件やその他専門的な相談等に対応するため、本庁や総合支所の専

（仮称）地域行政推進条例（骨子案）の考え方と地域行政の見直しの方向性・視点 

【】は条例骨子案の該当箇所を示す 

参考資料２ 
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門所管と映像システム等でつながるしくみづくりなど、まちづくりセンターにおけるワンストップサービスの

窓口機能の実現を目指します。 

○ICT利用が困難な区民に向けた身近な行政拠点における ICT環境整備と支援の強化を図ります。 

 

(4)地区まちづくり、防災、相談機能の強化・より身近な拠点へ  【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役

割 １）まちづくりセンター ⑤】 

＜考え方＞ 

平成２３年の東日本大震災の経験を踏まえ、災害に強いまちづくりに向けた地区防災の強化を進めてい

ます。また、高齢者、障害者、子育て世帯、生活困窮者など誰もが住み慣れた地域でお互いが支えあい、

自立して暮らしていくことができる地域社会の実現を目指し、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、

社会福祉協議会を一体整備し、三者連携により区民の様々な相談への対応や課題解決を図る「地域包括

ケアの地区展開」を推進しています。 

今後、まちづくりセンターが核となり地区におけるこれらの取り組みを推進していくとともに、人と人とのふ

れあいを大切にして、多様な地域コミュニティが形成され、それぞれがつながるための支援を進めます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○防災塾や避難所運営訓練の実施、各種学習会による防災意識の啓発など、災害対策に関する住民主

体の取り組みの充実とまちづくりセンターによる支援強化を図ります。 

○地域包括ケアの地区展開の検証を踏まえつつ、地区における「福祉の相談窓口」の認知度を向上させ、

多様な課題にも対応できるよう、三者連携によるスキルアップを進めます。 

○町会・自治会、商店街、コミュニティ組織、NPO、企業等、地区の多様な主体をつなぐ地区まちづくりの促

進、アドバイザーなど専門支援制度の活用によるまちづくり活動の活性化を図ります。 

○区民ニーズに応えるため、まちづくりセンターの開庁日を必要に応じて見直します。 

 

２ 総合支所 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 ２）総合支所】 

＜考え方＞ 

今から４０年前の地域行政の検討当時、「地域に関わる事務事業や地域住民への行政サービスを総合的

に展開するための地域的総合実施機関であり、地方自治法第１５５条による支所に該当するも、従来の一般

的な概念の支所を超えるもの」として地域事務所を構想し、12 年間の検討を経て、平成３年、自治権拡充を

念頭に地域に密着した総合的な行政サービスを目指した地域行政制度のもと、5 つの「総合支所」が誕生し

ました。 

地域行政は、区民とともに歩む区政運営であり、区民参加の促進を図ることを掲げてきた歴史でもありま

す。行政が、区民に身近なところで、地区・地域の実態を肌で感じて、可能な限り区民の意向を施策や事業

に反映する、そのような積み重ねから相互理解とそれぞれの役割を明確にして住民自治の力を高めていく

ものです。 

政令指定都市並みの人口を抱える区として、地域社会の課題が複雑化する中、都市としての一体性を保

ちながらも、地域の実態に即したまちづくりや総合的な行政サービスを進めるうえで、総合支所の担う役割

が益々重要となります。 

地域レベルでの住民の意見を聴き提案を受ける住民参加の促進を図り、総合支所の権限を強化するな

かで、総合支所長のリーダーシップのもとに、本庁の機能を引き出しながら、総合支所が持つ社会資源をフ

ルに活用して地域性を重視した総合的な行政サービスのもとに地域経営を進めます。 

 

(1) 地域経営の計画策定 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 ２）総合支所 ①②③】 

＜考え方＞ 

区の基本計画では、地域からの発想により、地域の特性を踏まえて、その将来像を描く地域計画を策定

しています。地域計画は、地域の将来像に重点を置いた内容ですが、地域経営や地区経営の具体的な姿、

何を優先して取り組むのかが必ずしも明確になっていない面があります。 

特に、区民が行政に求める重要施策である災害対策や地域福祉の分野における計画について、各地域

の実態を踏まえた地域優先課題への対応にフォーカスした対応方針を区民とともに考え、策定し、取り組む

ことが重要であり、総合支所の企画・調整機能を強化し、本庁や総合支所間の調整機能を高めて行政サー

ビスをより充実させていきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○地区のまちづくり計画と連携し、総合支所が取り組む課題を集約・優先順位付けし、地域経営の計画を策

定して、保健福祉や災害対策などの総合的な計画に反映させるプロセスを構築します。 

○広域的な地域課題に対して、総合支所内の組織や機能を活用し、本庁機能を引き出し、課題解決に向

けた総合支所の企画・調整機能を強化します。 

 

 (2) 総合支所長等の権限強化・総合支所への業務移譲・権限拡充 【第３ 総合的な行政サービス １】 

＜考え方＞ 

区は、地域行政制度の導入を契機に、区民により身近な行政を目指し、本庁から保健福祉や都市整備

の分野を中心に総合支所に業務を移管し、また本庁所管と連携して、縦割行政を極力排除して、各種行政

手続きや相談事業など総合的な行政サービスを実施してきました。 

しかし、高齢化や働き方の変化などによる地域コミュニティの希薄化が進み、地域では住民主体のまちづ

くりの担い手不足が課題となっています。また、８０５０問題など複合的な生活課題への対応や街づくりにお

けるソフト面との連携など、地域経営を担う総合支所において、地域の実態に即した効果的で包括的な行

政サービスの提供と行政運営を実施する必要があります。 

そのため、総合支所における地域経営の強化に向け、住民参加の推進と合わせて計画・執行権限の機

能を高めていきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○危機管理や地域福祉、都市整備の分野、児童館の地区展開を見据えた子ども関連事業、まちづくりの専

門性や担い手の確保の観点などから、これまでの本庁との関係における業務見直しの経緯を確認しつつ、

新たな課題に対する総合支所への業務移譲・権限の拡充を推進します。 

○児童館の持つ地域関係者や活動団体、相談支援機関等とのネットワークや、児童館における子どもの情

報集約や見守りの取り組みを総合支所の持つ子ども施策や地区・地域まちづくりの機能と連携させていき

ます。 

〇まちづくりセンター所長など地区まちづくりのキーマンとなる人事異動など総合支所職員に関する総合支

所長の職員人事に関する関与のあり方を見直します。 
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〇まちづくり活動団体への補助金や委託料の予算管理、地域活性化に関する予算の一括交付も視野に入

れた総合支所の予算権限の強化を図ります。 

 

(3)行政運営の効率化 【第３ 総合的な行政サービス ３】 

＜考え方＞ 

区民の身近なところできめ細やかで地域に密着した行政サービスを区民に提供するため、地区、地域、

全区と区内の区域を区分し、それぞれに行政拠点を配置することは、区民サービスの質の向上に資するも

のですが、同時に重複や無駄のない効率的な行政運営が求められます。 

組織の複雑化、情報の共有化や専門性の確保、意思決定の迅速化などに向けて常に工夫するとともに、

ICT や DX など情報技術の進展を踏まえた効率的、効果的な業務やきめ細かい区民ニーズの把握に取り

組んでいきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○インターネットを活用した新たな区民対話の場や DX による業務改革により、効率的・効果的な地域行政

を目指します。 

 

３ 窓口機能のあり方 

(1) ICT を活用した行政手続きや相談業務の推進（来庁を不要とするノンストップ手続きの推進） 【第４ 

推進体制等 １ 各行政組織の役割 ２）総合支所 出張所】 

＜考え方＞ 

出張所は、昭和２２年に設置した 22か所から始まり、平成 3年の地域行政制度発足時は 26か所（他１分

室）で開設していました。平成 17 年の出張所機能の見直しにおいては、転入転出などの行政手続きと地区

まちづくりを担う 7 か所の「出張所」（太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、成城、烏山の各出張所。その他、

世田谷総合支所区民係、烏山総合支所区民・戸籍係及び用賀出張所二子玉川分室でも行政手続きを取り

扱う。）と、地区まちづくりと一部の行政手続きを扱う 20か所の「まちづくり出張所」に編成しました。 

平成２１年には、２０か所の「まちづくり出張所」を「まちづくりセンター」に名称変更し、平成２８年には、7か

所の出張所内に併設していたまちづくり機能を組織上明確に分け、まちづくりセンターは２７か所となりまし

た。令和元年７月には、用賀地区を分割し、区内２８か所目として、二子玉川まちづくりセンターが誕生しまし

た。 

また、平成２９年には、世田谷総合支所区民係、北沢出張所、等々力出張所、成城出張所及び烏山総合

支所区民・戸籍係の５箇所を「くみん窓口」に編成し、現在では、５か所の出張所（太子堂・経堂・用賀・二子

玉川・烏山）と合わせて 10 か所の窓口において、転入・転出をはじめ、印鑑登録、健康保険、介護保険及

び就学関係など、ワンストップによる申請・届出の窓口サービスを実施しています。 

また、休日夜間の証明発行窓口（キャロットタワー証明発行窓口・烏山区民センター証明発行窓口）では、

住民票の写しや印鑑登録証明書、税証明の交付を行っています。 

窓口業務の改革・改善として、この間、集中入力センターの設置やフロアマネージャーの配置（くみん窓

口）、土曜日開庁窓口の拡大などに取り組んできましたが、マイナンバー制度の導入や証明書自動交付機

廃止に伴う事務量の増加などの要因もあり、3 月中旬から５月上旬の転入・転出手続きが集中する時期にお

いては、窓口での混雑、長い待ち時間が発生しています。 

また、転入手続き時には、せたがや便利帳や地域活動団体の紹介資料などの配布をしていますが、今後、

まちづくりセンター等とも連携し、転入先の地区の身近できめ細かい情報提供を拡充し、新たな環境におい

て安心して生活していただく取り組みを進めていきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○ICTを活用した来庁を不要とする行政手続きや相談業務を推進します。 

○国のデジタル化政策の動向を踏まえ、マイナンバーカード等を利用した電子申請・届出や証明書交付の

促進を図り、利便性の向上、繁忙期の窓口の混雑緩和、窓口業務の効率化を図ります。 

○インターネット等を利用した自宅・外出先からリモートによる受付・相談業務の促進を図ります。 

○郵送による申請・届出が可能な手続きを拡大し、区民への周知に努めます。 

○転入先の地区を担当するまちづくりセンターのご案内やまちづくりセンターと連携して地区・地域の様々

な情報を提供することにより、地域コミュニティへの参加啓発や各種相談先の周知に努めます。 

 

４ 住民参加のしくみ 

(1) 地区からの発想と区民参加の促進 【第３ 総合的な行政サービス ２】【第４ 推進体制等 １ 各行政

組織の役割 １）まちづくりセンター ②③】 

＜考え方＞ 

区民による区政情報を知る権利及び区政に参加する権利のもと、区は、様々な世代や生活環境が異なる

区民に、区政情報を多様な方法で提供し、また、地域行政制度のもとに多様な住民参加の機会をつくり、幅

広い区民の意見や提案を区政に反映します。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○地区においては、地域住民、町会・自治会などの活動団体、NPO、事業者、児童館、地域コミュニティ施

設管理者など多様な関係者が、地区まちづくりの計画やその実施状況などを共有し、地域課題を協議し、

合意形成を図る区民に開かれた参加と協働の場づくりを目指します。 

 

 (2) 地域レベルの区民参加と協働の促進 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 ２）総合支所 ④】 

＜考え方＞ 

現在、総合支所では、街づくり条例に基づく区民参加による計画策定や、子ども関連事業における協議

会の設置など、多くの住民の意見を聞くしくみがあります。また、砧総合支所におけるご近所フォーラムの取

り組みの例など分野横断的な地域活動の情報共有を実施しています。 

しかし、例えば、区民が抱える保健福祉の課題は、介護、障害、子育てなど多岐にわたり、虐待の対応な

ど困難化・複雑化するケースへの専門的な対応が求められています。地域経営の方針を踏まえた地域福祉

やハード、ソフトのまちづくりの優先課題を全区的な各種計画や施策に確実に反映させるしくみを整えてい

きます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○区の重要施策や計画、広域的な課題などに対して、地区の関係者や公募等による地域住民、学識経験

者などの参加のもとに討議する場を定期的に設置し、検討経過や計画・施策への反映プロセスを地域に

公表し、地域住民に開かれた住民参加制度を総合支所ごとにつくります。 
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(3) 住民活動の場の拡充と住民主体のコミュニティ施設の運営 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役

割 １）まちづくりセンター ⑤】【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 ２）総合支所 ⑤】 

＜考え方＞ 

区内１２か所の区民センターは、平成１８年度に指定管理者制度を導入し、町会・自治会、商店街、PTA、

センター利用団体など地域住民により組織された運営協議会が生涯学習事業など自主運営を担い、地域

住民のコミュニティの形成の促進や区民福祉の増進を図っています。また、地区会館などの施設の一部は、

町会・自治会などによって施設管理が行われています。 

今後、地区・地域のコミュニティ施設の運営・管理の手法を見直し、地域デイや認知症カフェなど設備を

伴う活動や、身近な施設における高齢者団体の健康増進活動など、一定の場所で継続した活動の場の確

保がしやすいしくみを目指します。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○小中学校や児童館、集会施設の大広間、民間施設等の場の利用拡大及びアップスや守山地区会館な

どの施設運営やコミュニティ活動の取り組みを踏まえた住民等による施設運営・利用拡大を図ります。 

 

５ 人材育成・配置、職員支援体制 

(1) まちづくりセンターの執行体制の強化 【第４ 推進体制等 １ 各行政組織の役割 ２）総合支所 ⑤】 

＜考え方＞ 

現在、まちづくりセンターは、所長（総括係長）、まちづくり・防災担当係長及び職員３名の計５名に加え、

会計年度任用職員（非常勤職員）が３～４名配置されています。（支所内、出張所併設のまちづくりセンター

を除く）また、入所３年目から５年目の他部署の若手職員が、災害時の拠点隊員および地区担当職員（地区

まちづくり支援制度）として位置づけられ、管理職の支援職員とともに、各地区のまちづくりイベント等に応援

従事しています。 

また、防災塾の開催や地域の絆事業の申請において、NPO 等によるアドバイザー制度を一部活用して、

それぞれの活動支援を行っています。 

今後、町会・自治会をはじめ、これまでつながりが少なかった活動団体や児童館、小中学校の事業、区民

センター等における生涯学習機能とも連携を密にした取り組みなどを進め、持続可能な地域コミュニティの

醸成を図っていくため、まちづくりセンターの支援体制強化を全庁的に進めていきます。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○まちづくりセンターにおける取組みの支援、仕組みを整備するとともに、以下の見直しを図ります。 

○地区支援職員の配置において、地区の課題と地区まちづくり支援職員（管理職）の知識・職能をマッチン

グさせ、管理職としてのマネジメント機能を「区民が主体的に行うまちづくり活動の計画の策定を支援する」

ことに活用します。 

○総合支所職員に地区担当制を敷き、地区まちづくりや福祉の相談窓口における連携強化を図ります。 

○地区防災や地域福祉、都市整備事業などまちづくりの専門性や担い手の確保に関する地区支援を強化

する観点から、地区まちづくりアドバイザーやボランティア、NPO などの人材バンク機能や外郭団体等のま

ちづくり機能とも連携した地区まちづくりの支援体制を強化していきます。 

 

 

(2) 職員育成 【第４ 推進体制等 ４ 人材育成】 

＜考え方＞ 

 自治体間で施策を競い合う時代に住民から選ばれる自治体を目指して、より暮らしやすい世田谷にしてい

くためには、質の高いサービスの提供、専門性の高い施策の展開、区民との絆が不可欠であり、これらを担

う職員は、その時々で時代に求められる能力、資質を備えている必要があります。 

人と人とのつながりが希薄化する状況での地域力の向上を目指すためには、さらなる現場主義の徹底等、

新たな時代を担うことができる職員の育成と、職場環境を創造していかなければなりません。 

世田谷区人材育成方針において求められる職員像を掲げ、特に、区民と伴走してまちづくりを進める職

員として、「人と人とのふれあいを大切にする、コミュニケーション能力の高い職員」「地域に愛着を持って惜

しみなく汗を流せる職員」であるが重要であり、地域コミュニティの再構築に向けては、まちづくりの専門性を

備えた「新しい発想のもと、バイタリティ溢れる行動派の職員」が求められています。 

＜見直しの方向性・視点＞ 

○地区をプロデュースし、NPO や民間事業者との連携を重視したまちづくりを進めるため、教育機関での学

びや民間企業との人事交流など、専門性を習得する人材育成プログラムを進めます。 

○まちづくりセンターが、地区の特徴や実態を十分に把握し、多様な活動や人材のコーディネート機能を強

化するため、所長やまちづくり防災担当係長の職や配置年限、一定の業務経験を積んだ一般職員の配

置など体制強化に向けた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 


